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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の区切りに複数のシーンまたはショットを含む映像情報であるコンテンツを再生す
る再生手段と、
　再生された前記コンテンツに対する視聴者の反応をセンサを用いて、前記コンテンツの
前記所定の区切りごとに測定し、当該測定結果を反応値として入力する反応値入力手段と
、
　前記反応値から、再生された前記コンテンツに対する前記視聴者の評価であり、前記視
聴者の心理状態を示す認識評価値を、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに算出する
認識評価値算出手段と、
　算出された前記認識評価値の情報、再生された前記コンテンツを特定する情報であるコ
ンテンツ識別情報、および当該再生装置または前記視聴者を特定する情報である送信元識
別情報を送信する通信手段と
　を備え、
　前記再生手段は、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに、前記認識評価値と所定の
値との差が、あらかじめ設定された所定の範囲内であるかを判断するとともに、前記認識
評価値の変化の傾向を判断することで、前記視聴者の心理状態がコンテンツ提供者の期待
通りの心理状態であるかを判断し、前記コンテンツ提供者の期待通りの心理状態ではない
と判断された場合、あらかじめ設定された認識評価の意味付けと方向付けに関する指標に
基づいて、前記コンテンツ提供者の期待通りの心理状態となるような前記シーンまたは前
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記ショットを選択し、前記コンテンツを再生する
　ことを特徴とするコンテンツ再生装置。
【請求項２】
　請求項１のコンテンツ再生装置において、
　前記反応値入力手段により入力された前記反応値を解析する反応値解析手段を
　さらに備え、
　前記認識評価値算出手段は、前記反応値入力手段により入力された前記反応値、および
前記反応値解析手段により解析されたデータから、前記認識評価値を算出することを特徴
とするコンテンツ再生装置。
【請求項３】
　請求項１のコンテンツ再生装置において、
　前記通信手段は、前記認識評価値情報、前記コンテンツ識別情報および前記送信元識別
情報とともに、前記視聴者に関する情報である視聴者情報を送信することを特徴とするコ
ンテンツ再生装置。
【請求項４】
　所定の区切りに複数のシーンまたはショットを含む映像情報であるコンテンツを受信す
る受信手段と、
　受信された前記コンテンツに対する視聴者の反応をセンサを用いて、前記コンテンツの
前記所定の区切りごとに測定し、当該測定結果を反応値として入力する反応値入力手段と
、
　前記反応値から、受信された前記コンテンツに対する前記視聴者の評価であり、前記視
聴者の心理状態を示す認識評価値を、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに算出する
認識評価値算出手段と、
　算出された前記認識評価値の情報、受信された前記コンテンツを特定する情報であるコ
ンテンツ識別情報、および当該受信装置または前記視聴者を特定する情報である送信元識
別情報を送信する通信手段と
　を備え、
　前記受信手段は、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに、前記認識評価値と所定の
値との差が、あらかじめ設定された所定の範囲内であるかを判断するとともに、前記認識
評価値の変化の傾向を判断することで、前記視聴者の心理状態がコンテンツ提供者の期待
通りの心理状態であるかを判断し、前記コンテンツ提供者の期待通りの心理状態ではない
と判断された場合、あらかじめ設定された認識評価の意味付けと方向付けに関する指標に
基づいて、前記コンテンツ提供者の期待通りの心理状態となるような前記シーンまたは前
記ショットを選択する
　ことを特徴とするコンテンツ受信装置。
【請求項５】
　請求項４のコンテンツ受信装置において、
　前記反応値入力手段により入力された前記反応値を解析する反応値解析手段を
　さらに備え、
　前記認識評価値算出手段は、前記反応値入力手段により入力された前記反応値、および
前記反応値解析手段により解析されたデータから、前記認識評価値を算出することを特徴
とするコンテンツ受信装置。
【請求項６】
　請求項４のコンテンツ受信装置において、
　前記通信手段は、前記認識評価値情報、前記コンテンツ識別情報および前記送信元識別
情報とともに、前記視聴者に関する情報である視聴者情報を送信することを特徴とするコ
ンテンツ受信装置。
【請求項７】
　所定の区切りに複数のシーンまたはショットを含む映像情報であるコンテンツを再生ま
たは受信する端末装置から、前記コンテンツに対する視聴者の反応がセンサを用いて、前
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記コンテンツの前記所定の区切りごとに測定され、当該測定結果の反応値から算出された
前記コンテンツの前記所定の区切りごとの前記視聴者の評価を示す認識評価値の情報、前
記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ識別情報、および前記端末装置または前記
視聴者を特定する情報である送信元識別情報を受信して、各情報を検出し、前記認識評価
値と所定の値との差が、あらかじめ設定された所定の範囲内であるかを判断するとともに
、前記認識評価値の変化の傾向を判断し、判断結果に基づいて前記コンテンツに対する前
記視聴者の評価を解析するコンテンツ評価収集解析方法。
【請求項８】
　請求項７のコンテンツ評価収集解析方法において、
　前記認識評価値情報、前記コンテンツ識別情報および前記送信元識別情報とともに、前
記端末装置から、前記視聴者に関する情報である視聴者情報を受信するコンテンツ評価収
集解析方法。
【請求項９】
　請求項７のコンテンツ評価収集解析方法において、
　受信した前記認識評価値と、あらかじめ前記コンテンツにつき想定された評価値とを比
較して、前記コンテンツに対する前記視聴者の評価を解析するコンテンツ評価収集解析方
法。
【請求項１０】
　所定の区切りに複数のシーンまたはショットを含む映像情報であるコンテンツを再生ま
たは受信する端末装置から送信された、前記コンテンツに対する視聴者の反応がセンサを
用いて、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに測定され、当該測定結果の反応値から
算出された前記コンテンツの前記所定の区切りごとの前記視聴者の評価を示す認識評価値
の情報、前記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ識別情報、および前記端末装置
または前記視聴者を特定する情報である送信元識別情報を受信する通信手段と、
　受信された各情報を検出して、前記認識評価値と所定の値との差が、あらかじめ設定さ
れた所定の範囲内であるかを判断するとともに、前記認識評価値の変化の傾向を判断し、
判断結果に基づいて前記コンテンツに対する前記視聴者の評価を解析する解析処理手段と
　を備えることを特徴とするコンテンツ評価収集解析装置。
【請求項１１】
　請求項１０のコンテンツ評価収集解析装置において、
　前記通信手段は、前記認識評価値情報、前記コンテンツ識別情報および前記送信元識別
情報とともに、前記端末装置から送信された、前記視聴者に関する情報である視聴者情報
を受信することを特徴とするコンテンツ評価収集解析装置。
【請求項１２】
　請求項１０のコンテンツ評価収集解析装置において、
　前記解析処理手段は、受信した前記認識評価値と、あらかじめ前記コンテンツにつき想
定された評価値との差が、あらかじめ設定された所定の範囲内であるかを判断するととも
に、前記認識評価値の変化の傾向を判断し、判断結果に基づいて前記コンテンツに対する
前記視聴者の評価を解析することを特徴とするコンテンツ評価収集解析装置。
【請求項１３】
　所定の区切りに複数のシーンまたはショットを含む映像情報であるコンテンツを再生す
る再生手段と、
　再生された前記コンテンツに対する視聴者の反応をセンサを用いて、前記コンテンツの
前記所定の区切りごとに測定し、当該測定結果を反応値として入力する反応値入力手段と
、
　前記反応値から、前記再生手段によって再生された前記コンテンツに対する前記視聴者
の評価であり、前記視聴者の心理状態を示す認識評価値を、前記コンテンツの前記所定の
区切りごとに算出する認識評価値算出手段と、
　送信元を特定する情報である送信元識別情報を設定する設定手段と、
　前記視聴者を特定して前記送信元識別情報を決定する決定手段と、



(4) JP 4595998 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

　決定された前記送信元識別情報、前記再生手段によって再生された前記コンテンツを特
定する情報であるコンテンツ識別情報、および、前記認識評価値算出手段によって算出さ
れた前記認識評価値、または、前記認識評価値と、前記再生手段によって再生された前記
コンテンツにつき、あらかじめ想定された評価値との比較結果を送信する通信手段と
　を備え、
　前記再生手段は、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに、前記認識評価値とあらか
じめ想定された前記評価値との差が、あらかじめ設定された所定の範囲内であるかを判断
するとともに、前記認識評価値の変化の傾向を判断することで、前記視聴者の心理状態が
コンテンツ提供者の期待通りの心理状態であるかを判断し、前記コンテンツ提供者の期待
通りの心理状態ではないと判断された場合、あらかじめ設定された認識評価の意味付けと
方向付けに関する指標に基づいて、前記コンテンツ提供者の期待通りの心理状態となるよ
うな前記シーンまたは前記ショットを選択し、前記コンテンツを再生する
　ことを特徴とするコンテンツ再生装置。
【請求項１４】
　請求項１３のコンテンツ再生装置において、
　前記反応値入力手段により入力された前記反応値を解析する反応値解析手段を
　さらに備え、
　前記認識評価値算出手段は、前記反応値入力手段により入力された前記反応値、および
前記反応値解析手段により解析されたデータから、前記認識評価値を算出することを特徴
とするコンテンツ再生装置。
【請求項１５】
　所定の区切りに複数のシーンまたはショットを含む映像情報であるコンテンツを受信す
る受信手段と、
　受信された前記コンテンツに対する視聴者の反応をセンサを用いて、前記コンテンツの
前記所定の区切りごとに測定し、当該測定結果を反応値として入力する反応値入力手段と
、
　前記反応値から、前記受信手段によって受信された前記コンテンツに対する前記視聴者
の評価であり、前記視聴者の心理状態を示す認識評価値を、前記コンテンツの前記所定の
区切りごとに算出する認識評価値算出手段と、
　送信元を特定する情報である送信元識別情報を設定する設定手段と、
　前記視聴者を特定して前記送信元識別情報を決定する決定手段と、
　決定された前記送信元識別情報、前記受信手段によって受信された前記コンテンツを特
定する情報であるコンテンツ識別情報、および、前記認識評価値算出手段によって算出さ
れた前記認識評価値、または、前記認識評価値と、前記受信手段によって受信された前記
コンテンツにつき、あらかじめ想定された評価値との比較結果を送信する通信手段と
　を備え、
　前記受信手段は、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに、前記認識評価値とあらか
じめ想定された前記評価値との差が、あらかじめ設定された所定の範囲内であるかを判断
するとともに、前記認識評価値の変化の傾向を判断することで、前記視聴者の心理状態が
コンテンツ提供者の期待通りの心理状態であるかを判断し、前記コンテンツ提供者の期待
通りの心理状態ではないと判断された場合、あらかじめ設定された認識評価の意味付けと
方向付けに関する指標に基づいて、前記コンテンツ提供者の期待通りの心理状態となるよ
うな前記シーンまたは前記ショットを選択する
　ことを特徴とするコンテンツ受信装置。
【請求項１６】
　請求項１５のコンテンツ受信装置において、
　前記反応値入力手段により入力された前記反応値を解析する反応値解析手段を
　さらに備え、
　前記認識評価値算出手段は、前記反応値入力手段により入力された前記反応値、および
前記反応値解析手段により解析されたデータから、前記認識評価値を算出することを特徴
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とするコンテンツ受信装置。
【請求項１７】
　所定の区切りに複数のシーンまたはショットを含む映像情報であるコンテンツを再生ま
たは受信する端末装置から送信された、送信元を特定する情報である送信元識別情報、前
記端末装置で再生または受信された前記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ識別
情報、および、前記端末装置で再生または受信された前記コンテンツに対する視聴者の反
応がセンサを用いて、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに測定され、当該測定結果
の反応値から算出された前記コンテンツの前記所定の区切りごとの前記視聴者の評価を示
す認識評価値、または、前記認識評価値と、前記端末装置で再生または受信された前記コ
ンテンツにつき、あらかじめ想定された評価値との比較結果を受信し、各情報を検出して
、前記認識評価値とあらかじめ想定された前記評価値との差が、あらかじめ設定された所
定の範囲内であるかを判断するとともに、前記認識評価値の変化の傾向を判断し、判断結
果に基づいて前記コンテンツに対する前記視聴者の評価を解析し、評価の履歴を更新する
とともに、前記送信元識別情報によって特定される送信元についての管理データを更新す
るコンテンツ評価集計管理方法。
【請求項１８】
　所定の区切りに複数のシーンまたはショットを含む映像情報であるコンテンツを再生ま
たは受信する端末装置から送信された、送信元を特定する情報である送信元識別情報、前
記端末装置で再生または受信された前記コンテンツを特定する情報であるコンテンツ識別
情報、および、前記端末装置で再生または受信された前記コンテンツに対する視聴者の反
応がセンサを用いて、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに測定され、当該測定結果
の反応値から算出された前記コンテンツの前記所定の区切りごとの前記視聴者の評価を示
す認識評価値、または、前記認識評価値と、前記端末装置で再生または受信された前記コ
ンテンツにつき、あらかじめ想定された評価値との比較結果を受信する通信手段と、
　通信手段によって受信された各情報を検出して、前記認識評価値とあらかじめ想定され
た前記評価値との差が、あらかじめ設定された所定の範囲内であるかを判断するとともに
、前記認識評価値の変化の傾向を判断し、判断結果に基づいて前記端末装置で再生または
受信された前記コンテンツに対する前記視聴者の評価を解析する評価解析手段と、
　前記コンテンツに対する前記視聴者の評価の履歴が記録され、更新される評価データベ
ースと、
　前記送信元識別情報によって特定される送信元についての管理データが記録され、更新
される管理データベースと
　を備えることを特徴とするコンテンツ評価集計管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）などの記録媒
体からコンテンツを再生する装置、放送または配信されたコンテンツを受信する装置、お
よび上記のコンテンツ再生装置またはコンテンツ受信装置でコンテンツが再生または受信
された場合の視聴者のコンテンツに対する印象や評価を収集解析または集計管理する方法
および装置に関する。
【０００２】
　なお、この発明では、映像情報および音響情報の少なくとも一方をコンテンツと定義す
る。また、映像情報は、動画、静止画、グラフィックスなど、人が視覚上、認識できる全
ての情報を含むものとし、音響情報は、楽曲、話声、自然音など、人が聴感上、認識でき
る全ての情報を含むものとする。
【背景技術】
【０００３】
　コンテンツのストーリー展開を視聴者（利用者）の指示や操作によって決定することは
、ＤＶＤシステムやビデオゲームシステムなどで実施されている。
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【０００４】
　ＤＶＤシステムでは、視聴者があらかじめ設定したレベル値によって、呈示されるコン
テンツから暴力的なシーンなどを取り除くことができるパレンタル・ロック機能や、コン
サートやスポーツなどの映像で、視聴者が好きなアングルの映像を選択して見ることがで
きるマルチアングル機能がある。
【０００５】
　具体的に、パレンタル・ロック機能は、再生装置に設定された視聴者レベルに応じて、
コンテンツとして、それぞれの視聴者レベルごとに用意されているシーンやショットのつ
ながりを再生するものであり、マルチアングル機能は、複数のカメラアングルで記録され
た映像を視聴者が適宜切り替えて見ることができるものである。
【０００６】
　ビデオゲームシステムでは、遊戯者の操作に応じて、ストーリー展開が決定され、ゲー
ムが進行する。
【０００７】
　また、映画やＴＶ（テレビジョン）番組、またはＤＶＤなどの記録媒体に記録されたコ
ンテンツに対する視聴者（観客）の反応や評価を観察または調査する方法としては、従来
、映画などについては、試写を行って、観客の笑いや驚きなどの表情や動作を観察し、ま
たはアンケートによって、観客に感想や意見を聞く方法がとられており、ＴＶ番組などに
ついては、視聴率調査機などによって、時間帯ごとの視聴率（受信占有率）を調査し、視
聴者の好みなどを分析する方法がとられており、記録媒体に記録されたコンテンツについ
ては、その売り上げを日時および販売地域ごとに調査し、集計する方法がとられている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した従来のコンテンツ呈示制御方法では、視聴者の指示や操作によ
って、映像が選択され、コンテンツのストーリー展開が変えられるだけで、コンテンツ提
供者（制作者）が意図した印象や評価を視聴者に与えることはできない。例えば、呈示さ
れているコンテンツに対して視聴者が、コンテンツ提供者が期待したほどの興味や関心を
示さない場合に、視聴者に、より興味や関心を持たせるようにコンテンツの呈示を制御す
ることはできない。
【０００９】
　そこで、後述の［発明を実施するための最良の形態］では、最初に、コンテンツ呈示制
御の実施形態として、コンテンツ提供者が意図した印象や評価を視聴者に与えることがで
きるコンテンツ再生装置およびコンテンツ呈示制御方法を開示する。
【００１０】
　また、上述した従来の、コンテンツに対する視聴者（観客）の反応や評価を収集解析ま
たは集計管理する方法の、映画などについての第１の方法では、観客の表情や動作に表れ
にくい内面的な反応を見落とし、生理的な反応を測定できないため、コンテンツに対して
視聴者が、どのように感じたか、どのような印象を持ったかを、詳細かつ具体的に知るこ
とができないとともに、特に多くの観客の評価を頻繁かつ継続的に得て分析することがで
きない。
【００１１】
　また、ＴＶ番組などについての第２の方法では、時間帯ごとの視聴率しか知ることがで
きず、視聴者がどのような印象を持って番組を視聴したかまでは知ることができない。そ
のため、番組に対する人気を正確に把握し、継続的に番組を手直しする際の指標や、以後
の番組制作のための指標を得ることができない。記録媒体に記録されたコンテンツについ
ての第３の方法でも、同様である。
【００１２】
　そこで、この発明の目的は、視聴者の表情や動作に表れにくい内面的・生理的な反応を
含めて、かつコンテンツのそれぞれの呈示時間帯ごとに、コンテンツに対する視聴者の評
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価を詳細かつ正確に知ることができるとともに、特に多くの視聴者の評価を頻繁かつ継続
的に得て分析することができ、継続的にコンテンツを手直しする際の指標や、以後のコン
テンツ制作のための指標を確実に得ることができるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　［コンテンツに対する評価の収集解析に係る発明］
　コンテンツに対する評価の収集解析に係る発明のコンテンツ再生装置は、所定の区切り
に複数のシーンまたはショットを含む映像情報である前記コンテンツを再生する再生手段
と、再生された前記コンテンツに対する視聴者の反応をセンサを用いて、前記コンテンツ
の前記所定の区切りごとに測定し、当該測定結果を反応値として入力する反応値入力手段
と、前記反応値から、再生された前記コンテンツに対する前記視聴者の評価であり、前記
視聴者の心理状態を示す認識評価値を、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに算出す
る認識評価値算出手段と、算出された前記認識評価値の情報、再生された前記コンテンツ
を特定する情報であるコンテンツ識別情報、および当該再生装置または前記視聴者を特定
する情報である送信元識別情報を送信する通信手段とを備え、前記再生手段は、前記コン
テンツの前記所定の区切りごとに、前記認識評価値と所定の値との差が、あらかじめ設定
された所定の範囲内であるかを判断するとともに、前記認識評価値の変化の傾向を判断す
ることで、前記視聴者の心理状態がコンテンツ提供者の期待通りの心理状態であるかを判
断し、前記コンテンツ提供者の期待通りの心理状態ではないと判断された場合、あらかじ
め設定された認識評価の意味付けと方向付けに関する指標に基づいて、前記コンテンツ提
供者の期待通りの心理状態となる前記シーンまたは前記ショットを選択し、前記コンテン
ツを再生することを特徴とする。
【００１４】
　コンテンツに対する評価の収集解析に係る発明のコンテンツ受信装置は、所定の区切り
に複数のシーンまたはショットを含む映像情報である前記コンテンツを受信する受信手段
と、受信された前記コンテンツに対する視聴者の反応をセンサを用いて、前記コンテンツ
の前記所定の区切りごとに測定し、当該測定結果を反応値として入力する反応値入力手段
と、前記反応値から、受信された前記コンテンツに対する前記視聴者の評価であり、前記
視聴者の心理状態を示す認識評価値を、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに算出す
る認識評価値算出手段と、算出された前記認識評価値の情報、受信された前記コンテンツ
を特定する情報であるコンテンツ識別情報、および当該再生装置または前記視聴者を特定
する情報である送信元識別情報を送信する通信手段とを備え、前記受信手段は、前記コン
テンツの前記所定の区切りごとに、前記認識評価値と所定の値との差が、あらかじめ設定
された所定の範囲内であるかを判断するとともに、前記認識評価値の変化の傾向を判断す
ることで、前記視聴者の心理状態がコンテンツ提供者の期待通りの心理状態であるかを判
断し、前記コンテンツ提供者の期待通りの心理状態ではないと判断された場合、あらかじ
め設定された認識評価の意味付けと方向付けに関する指標に基づいて、前記コンテンツ提
供者の期待通りの心理状態となるような前記シーンまたは前記ショットを選択することを
特徴とする。
【００１５】
　上記のコンテンツ再生装置またはコンテンツ受信装置では、前記反応値入力手段により
入力された前記反応値を解析する反応値解析手段をさらに備え、前記認識評価値算出手段
は、前記反応値入力手段により入力された前記反応値、および前記反応値解析手段により
解析されたデータから、前記認識評価値を算出することができる。
【００１６】
　この発明のコンテンツ評価収集解析方法では、所定の区切りに複数のシーンまたはショ
ットを含む映像情報であるコンテンツを再生または受信する端末装置から、前記コンテン
ツに対する視聴者の反応がセンサを用いて、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに測
定され、当該測定結果の反応値から算出された前記コンテンツの前記所定の区切りごとの
前記視聴者の評価を示す認識評価値の情報、前記コンテンツを特定する情報であるコンテ
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ンツ識別情報、および前記端末装置または前記視聴者を特定する情報である送信元識別情
報を受信して、各情報を検出し、前記認識評価値と所定の値との差が、あらかじめ設定さ
れた所定の範囲内であるかを判断するとともに、前記認識評価値の変化の傾向を判断し、
判断結果に基づいて前記コンテンツに対する前記視聴者の評価を解析する。
【００１７】
　この場合、受信した認識評価値と、あらかじめコンテンツにつき想定された評価値とを
比較して、コンテンツに対する視聴者の評価を解析する方法とすることができる。
【００１８】
　上記の構成のコンテンツ再生装置、コンテンツ受信装置、またはコンテンツ評価収集解
析方法によれば、視聴者の表情や動作に表れにくい内面的・生理的な反応を含めて、かつ
コンテンツのそれぞれの呈示時間帯ごとに、コンテンツに対する視聴者の評価を詳細かつ
正確に知ることができるとともに、特に多くの視聴者の評価を頻繁かつ継続的に得て分析
することができ、継続的にコンテンツを手直しする際の指標や、以後のコンテンツ制作の
ための指標を確実に得ることができる。
【００１９】
　［コンテンツに対する評価の集計管理に係る発明］
　コンテンツに対する評価の集計管理に係る発明のコンテンツ再生装置は、所定の区切り
に複数のシーンまたはショットを含む映像情報である前記コンテンツを再生する再生手段
と、再生された前記コンテンツに対する視聴者の反応をセンサを用いて、前記コンテンツ
の前記所定の区切りごとに測定し、当該測定結果を反応値として入力する反応値入力手段
と、前記反応値から、前記再生手段によって再生された前記コンテンツに対する前記視聴
者の評価であり、前記視聴者の心理状態を示す認識評価値を、前記コンテンツの前記所定
の区切りごとに算出する認識評価値算出手段と、送信元を特定する情報である送信元識別
情報を設定する設定手段と、前記視聴者を特定して前記送信元識別情報を決定する決定手
段と、決定された前記送信元識別情報、前記再生手段によって再生された前記コンテンツ
を特定する情報であるコンテンツ識別情報、および、前記認識評価値算出手段によって算
出された前記認識評価値、または、前記認識評価値と、前記再生手段によって再生された
前記コンテンツにつき、あらかじめ想定された評価値との比較結果を送信する通信手段と
を備え、前記再生手段は、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに、前記認識評価値と
あらかじめ想定された前記評価値との差が、あらかじめ設定された所定の範囲内であるか
を判断するとともに、前記認識評価値の変化の傾向を判断することで、前記視聴者の心理
状態がコンテンツ提供者の期待通りの心理状態であるかを判断し、前記コンテンツ提供者
の期待通りの心理状態ではないと判断された場合、あらかじめ設定された認識評価の意味
付けと方向付けに関する指標に基づいて、前記コンテンツ提供者の期待通りの心理状態と
なるような前記シーンまたは前記ショットを選択し、前記コンテンツを再生することを特
徴とする。
【００２０】
　コンテンツに対する評価の集計管理に係る発明のコンテンツ受信装置は、所定の区切り
に複数のシーンまたはショットを含む映像情報である前記コンテンツを受信する受信手段
と、受信された前記コンテンツに対する視聴者の反応をセンサを用いて、前記コンテンツ
の前記所定の区切りごとに測定し、当該測定結果を反応値として入力する反応値入力手段
と、前記反応値から、前記受信手段によって受信された前記コンテンツに対する前記視聴
者の評価であり、前記視聴者の心理状態を示す認識評価値を、前記コンテンツの前記所定
の区切りごとに算出する認識評価値算出手段と、送信元を特定する情報である送信元識別
情報を設定する設定手段と、前記視聴者を特定して前記送信元識別情報を決定する決定手
段と、決定された前記送信元識別情報、前記受信手段によって受信された前記コンテンツ
を特定する情報であるコンテンツ識別情報、および、前記認識評価値算出手段によって算
出された前記認識評価値、または、前記認識評価値と、前記受信手段によって受信された
前記コンテンツにつき、あらかじめ想定された評価値との比較結果を送信する通信手段と
を備え、前記受信手段は、前記コンテンツの前記所定の区切りごとに、前記認識評価値と
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あらかじめ想定された前記評価値との差が、あらかじめ設定された所定の範囲内であるか
を判断するとともに、前記認識評価値の変化の傾向を判断することで、前記視聴者の心理
状態がコンテンツ提供者の期待通りの心理状態であるかを判断し、前記コンテンツ提供者
の期待通りの心理状態ではないと判断された場合、あらかじめ設定された認識評価の意味
付けと方向付けに関する指標に基づいて、前記コンテンツ提供者の期待通りの心理状態と
なるような前記シーンまたは前記ショットを選択することを特徴とする。
【００２１】
　上記のコンテンツ再生装置またはコンテンツ受信装置では、前記反応値入力手段により
入力された前記反応値を解析する反応値解析手段をさらに備え、前記認識評価値算出手段
は、前記反応値入力手段により入力された前記反応値、および前記反応値解析手段により
解析されたデータから、前記認識評価値を算出することができる。
【００２２】
　この発明のコンテンツ評価集計管理方法では、所定の区切りに複数のシーンまたはショ
ットを含む映像情報であるコンテンツを再生または受信する端末装置から送信された、送
信元を特定する情報である送信元識別情報、前記端末装置で再生または受信された前記コ
ンテンツを特定する情報であるコンテンツ識別情報、および、前記端末装置で再生または
受信された前記コンテンツに対する視聴者の反応がセンサを用いて、前記コンテンツの前
記所定の区切りごとに測定され、当該測定結果の反応値から算出された前記コンテンツの
前記所定の区切りごとの前記視聴者の評価を示す認識評価値、または、前記認識評価値と
、前記端末装置で再生または受信された前記コンテンツにつき、あらかじめ想定された評
価値との比較結果を受信し、各情報を検出して、前記認識評価値とあらかじめ想定された
前記評価値との差が、あらかじめ設定された所定の範囲内であるかを判断するとともに、
前記認識評価値の変化の傾向を判断し、判断結果に基づいて前記コンテンツに対する前記
視聴者の評価を解析し、評価の履歴を更新するとともに、前記送信元識別情報によって特
定される送信元についての管理データを更新する。
【００２３】
　上記の構成のコンテンツ再生装置、コンテンツ受信装置、またはコンテンツ評価集計管
理方法によれば、視聴者の表情や動作に表れにくい内面的・生理的な反応を含めて、かつ
コンテンツのそれぞれの呈示時間帯ごとに、コンテンツに対する視聴者の評価を詳細かつ
正確に知ることができるとともに、特に多くの視聴者の評価を頻繁かつ継続的に得て分析
することができ、継続的にコンテンツを手直しする際の指標や、以後のコンテンツ制作の
ための指標を確実に得ることができる。
【発明の効果】
【００２４】
　以上のように、この発明によれば、視聴者の表情や動作に表れにくい内面的・生理的な
反応を含めて、かつコンテンツのそれぞれの呈示時間帯ごとに、コンテンツに対する視聴
者の印象や評価を詳細かつ正確に知ることができる。
【００２５】
　したがって、コンテンツ提供者（制作者）は、コンテンツの区切りごとの視聴者の興味
や好みの程度、およびコンテンツ全体に対する視聴者の興味や好みの程度を、詳細かつ正
確に知ることができ、コンテンツの完成度を確認することができるとともに、今後のコン
テンツ制作に役立てることができ、コンテンツのヒット率の向上に結び付けることができ
る。
【００２６】
　また、コンテンツがコマーシャルである場合には、そのコマーシャルがスポンサーの期
待に応えられたか否かを確認することができ、その評価解析結果を広告料金の算出に反映
させることもできる。
【００２７】
　さらに、多くの視聴者の評価を頻繁かつ継続的に得て分析することができ、継続的にコ
ンテンツを手直しする際の指標や、以後のコンテンツ制作のための指標を確実に得ること
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ができる。
【００２８】
　また、視聴者の年齢層、性別、居住地域など、視聴者の属性ごとに分けて、視聴者の興
味や好みを調べることができ、視聴者の属性を考慮したコンテンツ制作に役立てることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　〔コンテンツ呈示制御の実施形態：図１～図９〕
　第１の実施形態として、再生または受信されたコンテンツに対する視聴者の評価に応じ
てコンテンツの呈示を制御する場合を、以下に示す。
【００３０】
　　（コンテンツ再生装置の一例：図１）
　図１は、第１の実施形態のコンテンツ再生装置としての光ディスク再生装置の一例を示
す。
【００３１】
　この例では、光ディスク１にコンテンツおよび想定評価値が記録されている。この場合
のコンテンツは、映画などの映像情報および音響情報で、具体的には、映像データおよび
音響データが、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ
）方式によって圧縮符号化され、多重化されて、光ディスク１に記録されている。
【００３２】
　想定評価値は、後述のように、コンテンツ提供者（制作者）が、視聴者が当該コンテン
ツを視聴したときの当該コンテンツに対する印象や評価を想定したものであり、その想定
評価値データが、符号化され、この例では、映像データおよび音響データに多重化されて
、光ディスク１に記録されている。
【００３３】
　具体的には、ＭＰＥＧストリームのＧＯＰ（Ｇｒｏｕｐ　Ｏｆ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）ごと
に、またはＭＰＥＧストリームのピクチャごとに、想定評価値データが多重化される。い
ずれの場合でも、例えば、当該ＧＯＰや当該ピクチャの再生時刻管理情報を参照すること
によって、多重化されている想定評価値の時間軸を管理することができる。
【００３４】
　想定評価値の時間軸を管理する他の方法として、想定評価値と、それについての開始時
刻および終了時刻、または開始時刻および継続時間のような時間情報とを記述したデータ
を、この例のように映像データおよび音響データに多重化して伝送し、または後述の例の
ように映像データおよび音響データとは別に伝送する方法をとることができる。
【００３５】
　一例として、開始時刻（１分２５秒）および継続時間（１３秒）で表記された３次元の
想定評価値（注目度５０、美しさ４０、刺激度５）を有するシーン「ｆｌｏｗｅｒ」の記
述データとして、図９に示すような記述データを用いることができ、この記述データを、
映像データおよび音響データに多重化して伝送し、または映像データおよび音響データと
は別に有線回線または無線回線によって伝送する。
【００３６】
　さらに、光ディスク１には、デコード・タイムスタンプなどのデコード時刻情報、およ
びプレゼンテーション・タイムスタンプなどのコンテンツ呈示時刻情報（再生時刻情報）
が記録されている。
【００３７】
　　　＜再生装置の概要＞
　光ディスク１は、ディスクモータ３によって駆動される。光ヘッド（ピックアップ）４
は、送りモータとトラッキング用およびフォーカシング用のアクチュエータを含むドライ
ブニユット５によって駆動される。
【００３８】
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　操作部６での視聴者の再生操作によって、システムコントローラ７は、ドライブユニッ
ト５に光ディスク１の再生を指示し、光ヘッド４によって、光ディスク１から信号が読み
出される。その読み出された信号は、復調・エラー訂正部１１で復調され、エラー訂正さ
れた後、バッファ１２に書き込まれ、バッファ１２から読み出される。
【００３９】
　バッファ１２から読み出された信号は、デマルチプレクサ１３に供給され、デマルチプ
レクサ１３から、それぞれ符号化された映像データ、音響データ、字幕データおよび想定
評価値データが、分離されて得られる。
【００４０】
　その映像データ、音響データ、字幕データおよび想定評価値データは、それぞれ、ビデ
オコードバッファ２１、オーディオコードバッファ３１、字幕コードバッファ４１および
想定評価値コードバッファ５１に書き込まれ、ビデオコードバッファ２１、オーディオコ
ードバッファ３１、字幕コードバッファ４１および想定評価値コードバッファ５１から読
み出された後、それぞれ、ビデオデコーダ２２、オーディオデコーダ３２、字幕デコーダ
４２および想定評価値デコーダ５２でデコードされる。
【００４１】
　システムコントローラ７は、上記のデコード・タイムスタンプのようなタイミング情報
に基づいて、各デコーダ２２，３２，４２，５２におけるデコードタイミングを制御し、
上記のプレゼンテーション・タイムスタンプのようなタイミング情報に基づいて、各デコ
ーダ２２，３２，４２，５２からのデータの時系列を整合させるように、各デコーダ２２
，３２，４２，５２における出力タイミングを制御する。
【００４２】
　ビデオデコーダ２２からの映像データ、および字幕デコーダ４２からの字幕データは、
ビデオ処理部２３に供給され、ビデオ処理部２３において、後述のようにシステムコント
ローラ７からの特性制御信号によって映像特性が制御されるとともに、映像信号中に字幕
信号がスーパーインポーズされる。
【００４３】
　ビデオ処理部２３の出力の映像信号は、ビデオ出力端子２４に導出され、ビデオ出力端
子２４から、ＣＲＴディスプレイや液晶ビデオプロジェクタなどの映像表示装置に送出さ
れる。
【００４４】
　映像信号は、ビデオ処理部２３でアナログ映像信号に変換されることなくデジタル映像
データのまま、Ｄ／Ａ（Ｄｉｇｉｔａｌ　ｔｏ　Ａｎａｌｏｇ）変換部を備える映像表示
装置に送出され、またはビデオ処理部２３でアナログ映像信号に変換されて、映像表示装
置に送出される。
【００４５】
　オーディオデコーダ３２からの音響データは、オーディオ処理部３３に供給され、オー
ディオ処理部３３において、後述のようにシステムコントローラ７からの特性制御信号に
よって音響特性が制御される。
【００４６】
　オーディオ処理部３３の出力の音響信号は、オーディオ出力端子３４に導出され、オー
ディオ出力端子３４から、スピーカやヘッドホンなどの音響出力装置に送出される。
【００４７】
　音響信号も、オーディオ処理部３３でアナログ音響信号に変換されることなくデジタル
音響データのまま、Ｄ／Ａ変換部を備える音響出力装置に送出され、またはオーディオ処
理部３３でアナログ音響信号に変換されて、音響出力装置に送出される。
【００４８】
　光ディスク１からコンテンツが再生されると、映像表示装置で表示された映像および音
響出力装置から出力された音響を視聴した視聴者の反応が、反応値として反応値入力部６
１から入力される。システムコントローラ７は、光ディスク１からのコンテンツの再生と
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同時に、反応値入力部６１によって視聴者の反応を測定する。
【００４９】
　反応値入力部６１から入力された反応値は、反応値解析部６２で解析されて、反応値解
析部６２で別の反応値が算出される。さらに、認識評価値算出部６３では、反応値入力部
６１から入力された反応値、および反応値解析部６２で算出された反応値から、光ディス
ク１から再生されたコンテンツに対する視聴者の印象や評価を示す認識評価値が算出され
る。
【００５０】
　さらに、制御評価値算出部５３では、光ディスク１から得られて想定評価値デコーダ５
２でデコードされた想定評価値と、認識評価値算出部６３で算出された認識評価値とが比
較され、その結果が評価されて、制御評価値が算出される。
【００５１】
　システムコントローラ７は、この制御評価値算出部５３で算出された制御評価値から、
コンテンツの再生特性を制御する制御信号、およびコンテンツのストーリー展開を変更す
る制御信号を生成し、前者の制御信号をビデオ処理部２３およびオーディオ処理部３３に
送出して、映像および音響の再生特性を制御し、後者の制御信号をドライブニユット５に
送出して、光ディスク１の再生場所や再生順序を変更する。
【００５２】
　なお、図１では、反応値入力部６１、反応値解析部６２、認識評価値算出部６３、制御
評価値算出部５３およびシステムコントローラ７を、機能的に分離して示しているが、反
応値入力部６１の信号処理や、反応値解析部６２、認識評価値算出部６３および制御評価
値算出部５３の機能は、システムコントローラ７の一部の機能として構成することができ
る。
【００５３】
　　　＜想定評価値＞
　光ディスク１に記録されている想定評価値は、視聴者がコンテンツを視聴したときのコ
ンテンツに対する印象や評価を想定したものであり、呈示する映像の種類や明るさ、呈示
する音響の種類やレベル（音の大きさ）、呈示するコンテンツのストーリー展開などを考
慮して、コンテンツ提供者（制作者）が設定したものである。
【００５４】
　呈示されるコンテンツには、多くの場合、物語性があり、呈示された視聴者の心理状態
も、ストーリー展開によって変化するのが普通である。そのため、同じ映像や音響であっ
ても、場面によって、それに対する感じ方や解釈など、印象や評価が異なることが予想さ
れる。したがって、想定評価値は、映像や音響の特性（映像の明るさや音響のレベルなど
の物理的性質）のほかに、呈示されるコンテンツの物語性も考慮して、コンテンツのシー
ンやショットなど、コンテンツの区切りごとに設定される。当然、視聴者に注目してほし
いシーンやショットは、興味や関心の程度を示す認識評価値が高くなるように映像音響的
に工夫することになるので、そのシーンやショットの想定評価値も高く設定されることに
なる。
【００５５】
　想定評価値は、多次元データとして表現することもできる。その場合には、各次元の想
定評価値データの前に、その次元の意味を示す識別子を付加する。
【００５６】
　　　＜反応値の測定および認識評価値の算出＞
　反応値入力部６１は、各種のセンサと信号処理部によって構成され、信号処理部におい
て、センサ出力の測定データにつき、微分、積分、相関演算などの演算処理が行われるこ
とによって、反応値が得られる。
【００５７】
　ただし、反応値入力部６１としては、センサ部分とインタフェース部分のみを備え、シ
ステムコントローラ７でセンサ出力が処理されることによって、反応値が算出される構成
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としてもよい。
【００５８】
　視聴者の反応を測定するセンサは、視聴者が座る座席の座面、背もたれ、肘掛などの部
分、視聴者が装着するヘッドセットのイヤパッドやヘッドバンド、視聴者が操作するリモ
ートコマンダなどに取り付けられる。
【００５９】
　反応値としては、視聴者の反応として測定されたデータそのものと、反応値解析部６２
で反応値入力部６１からの測定データを解析することによって得られるデータとがある。
【００６０】
　具体的に、視聴者の反応として測定する項目は、心電図、呼吸数、呼吸周期、筋電図、
脳血流量、脳波、発汗量、皮膚温度、瞳孔径、開眼度、瞬き、表情、手足の血流量、耳た
ぶの血流量、手足の温度などである。
【００６１】
　また、映画やゲーム、後述の放送受信装置の場合の視聴者参加型ドラマなどでは、反応
値として、視聴者の能動的行動の観測によって得られた値、例えば、視聴者が発生した音
声のピッチ周波数やその変動、声の大きさやその変動、操作レバーを動かすときの動きの
滑らかさや力の大きさなどを用いることができる。
【００６２】
　反応値解析部６２で、これらの測定データを解析することによって得られるデータは、
例えば、瞬きの時点を示すデータから算出される、瞬きの無い時間の間隔を示すデータや
、開眼度と瞬きの無い時間の変動、口の表情などから算出される、笑いの区間を示すデー
タなどである。
【００６３】
　さらに、反応値解析部６２では、開眼度、瞳孔径の変化や筋電図（手足の筋肉の緊張度
）から、驚きの区間を示すデータを算出することができ、発汗量、心拍数およびその上昇
度、瞳孔径の変化、手足の血流量の変化、手足の温度の変化などから、緊張の区間を示す
データを算出することができる。
【００６４】
　複数の測定データから新たな反応値を算出する方法としては、各測定データを線形結合
する方法などを用いることができる。
【００６５】
　認識評価値算出部６３では、反応値入力部６１から入力された反応値、および反応値解
析部６２で算出された反応値から、コンテンツに対する視聴者の印象や評価が認識評価値
として算出される。
【００６６】
　具体的な認識評価値としては、興味や関心の程度を示す評価値、印象の強さを示す評価
値、好ましさの程度を示す評価値、恐怖の程度を示す評価値などが算出される。
【００６７】
　興味や関心の程度を示す認識評価値は、開眼度、瞬き度、心拍数などの関数として算出
される。印象の強さを示す認識評価値は、開眼度、心拍数、発汗量などの関数として算出
される。好ましさの程度を示す認識評価値は、心拍数の安定性や発汗量の安定性、手足の
温度、手足の血流量などから算出される。恐怖の程度を示す認識評価値は、驚き度や緊張
度などから算出される。
【００６８】
　なお、ここでの認識評価値は、認識の意味を考えて定義され、算出されるものであって
、それぞれが独立であるとは限らない。
【００６９】
　想定評価値と同様に、認識評価値は、多次元データとして表現することもできる。その
場合には、各次元の意味を示す識別子を付加して、認識評価値データとする。この場合、
制御評価値算出部５３での、多次元データとして表現された想定評価値と、同じく多次元
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データとして表現された認識評価値との比較は、例えば、多次元ベクトルの方向および大
きさを比較することによって行う。
【００７０】
　反応値や認識評価値は、時々刻々と測定または算出することもできるが、呈示されたコ
ンテンツのシーンやショットなど、コンテンツの区切りごとに測定または算出してもよい
。この場合、シーンやショットなどの区間を示す情報は、コンテンツとともに光ディスク
１に記録されているものでもよいが、再生された映像や音響の特徴から、システムコント
ローラ７がシーンやショットなどの区間を検出する構成とすることもできる。
【００７１】
　　　＜制御評価値の算出とコンテンツの呈示制御＞
　各種の反応値、またはこれから算出された認識評価値を見れば、呈示されたコンテンツ
に対する視聴者の心理状態が分かる。また、あらかじめコンテンツ提供者によって設定さ
れた想定評価値と、各種の反応値から算出された認識評価値とを比較することによって、
視聴者がコンテンツ提供者が期待した通りの心理状態にあるか否かが分かる。
【００７２】
　第１の実施形態では、さらに、この想定評価値と認識評価値の比較結果を、コンテンツ
の呈示制御に積極的に利用するものである。
【００７３】
　具体的に、想定評価値と認識評価値を比較した結果、例えば、視聴者が予想より怖がっ
ていないと判断される場合には、以降のシーンやショットでの映像の明るさや音響のレベ
ルなどの映像音響特性を変え、または以降のストーリー展開を変える。
【００７４】
　また、例えば、視聴者が予想より楽しんでいない、予想より興味を示していない、予想
よりそのシーンに集中していない、と判断される場合には、以降のストーリー展開を変え
る。
【００７５】
　ストーリー展開の変え方としては、一つには、後の展開を暗示するようなシーン、また
は以前のシーンから予想できるようなシーンを挿入することによって、ストーリー展開を
予想できるようにする。これによって、視聴者のストーリーへの注目度を高めることがで
きる。あるいは逆に、ストーリー展開を暗示するシーン内容を変え、または削除すること
によって、ストーリー展開を容易に予想できないようにし、ストーリー展開に飽きないよ
うにする。
【００７６】
　ストーリーやシーンまたはショットを変更する場合には、視聴者が示した過去の反応値
または認識評価値の履歴を参考にすることができる。その履歴は、そのとき呈示されてい
るコンテンツに対する、それまでの反応値または認識評価値を記憶しておいたものでも、
視聴者が過去に視聴した別のコンテンツに対する反応値または認識評価値を記憶しておい
たものでもよい。
【００７７】
　具体的に、図１の例では、光ディスク１からコンテンツが読み出され、映像表示装置お
よび音響出力装置に出力できるようにデコードされると同時に、光ディスク１からシーン
またはショットごとの想定評価値が読み出される。
【００７８】
　光ディスク１から読み出された想定評価値は、コンテンツ呈示時刻情報と関連づけられ
たものである。したがって、システムコントローラ７は、例えば、「呈示時刻０１：２５
：３０から呈示時刻０１：２６：２０までは、識別子の示す意味において想定評価値は４
０である」というように、シーンまたはショットごとの想定評価値を認識することができ
る。
【００７９】
　一方、コンテンツがデコードされ、再生されると同時に、視聴者の反応が反応値として
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測定され、再生されたコンテンツに対する視聴者の印象や評価を示す認識評価値が算出さ
れて、その認識評価値が、光ディスク１から読み出された想定評価値と比較される。
【００８０】
　そして、システムコントローラ７は、想定評価値と認識評価値の比較結果から、評価対
象のシーンまたはショットでの想定評価値と認識評価値の差が、あらかじめ設定された許
容範囲内であるか否かを判断するとともに、過去のシーンまたはショットでの想定評価値
と認識評価値の差との関係で、想定評価値と認識評価値の差が広がっているか、縮まって
いるか、認識評価値は増加傾向であるのが好ましいのか、減少傾向であるのが好ましいの
か、認識評価値として極大値や極小値をとるのが好ましいのかなど、想定評価値と認識評
価値の差および認識評価値の変化の傾向を判断する。
【００８１】
　例えば、想定評価値と認識評価値の差が許容範囲内であっても、それが大きくなってい
るときには、視聴者の反応（評価）が予想した方向と異なる方向になっていると判断する
。
【００８２】
　システムコントローラ７は、このような判断結果に基づいて、コンテンツの再生特性を
制御し、コンテンツのストーリー展開を変更する。
【００８３】
　コンテンツの再生特性は、映像については、輝度、コントラスト、彩度、色合い（色相
）などであり、音響については、周波数特性やレベルなどである。
【００８４】
　ストーリー展開の変更は、例えば、あるシーンを呈示するとき、複数のシーンの中から
一つを選択して呈示し、またはシーンを構成する一部のショットを入れ替えて呈示する、
などの方法によって行う。
【００８５】
　ストーリー展開を変更するために、シーンまたはショットの入れ替えを随時、行うよう
に構成することもできるが、所定の場面に限ってシーンまたはショットの入れ替えを許可
するように構成することもできる。
【００８６】
　選択可能な複数のシーンには、コンテンツに対する視聴者の感じ方の流れを制御するた
めに、「起承転結」など、認識評価の意味付けや方向付けに関する指標を、あらかじめ付
けておき、システムコントローラ７が、その指標と、想定評価値と認識評価値の比較結果
とから、呈示するシーンを選択するように、光ディスク再生装置を構成する。
【００８７】
　ショットの入れ替えについても、同様に、ショットについての指標を付けておき、その
指標と、想定評価値と認識評価値の比較結果とから、シーンを構成するショットが選択さ
れるように、光ディスク再生装置を構成する。
【００８８】
　　　＜効果＞
　以上の例によれば、視聴者に感じてほしい、興味や関心を持ってほしい、というような
、コンテンツ提供者が期待した印象や評価を、視聴者に与えることができる。また、想定
評価値と認識評価値の差および認識評価値の変化の傾向から、視聴者が興味や関心を示す
事項を推測して、コンテンツの再生特性やストーリー展開を、視聴者が興味や関心を示す
方向に変化させることもできる。
【００８９】
　　（コンテンツ再生装置の他の例：図２～図４）
　図１の例は、反応値入力部６１からの反応値から認識評価値算出部６３で認識評価値を
算出する場合であるが、視聴者が各項目についての認識評価値を直接入力する構成とする
こともできる。
【００９０】
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　図２は、この場合の例を示し、図１の例の反応値入力部６１、反応値解析部６２および
認識評価値算出部６３に代えて、認識評価値入力部６４を設ける。
【００９１】
　認識評価値入力部６４は、例えば、興味や関心の程度は「－２」、好ましさの程度は「
＋３」というように、視聴者が各項目についての認識評価値を数値で入力する構成とし、
または、認識評価値の各項目ごとにレバーを設け、視聴者が各レバーをプラス方向または
マイナス方向にスライドさせる構成とする。
【００９２】
　あるいは、認識評価値入力部６４を、マイクロホンと音声認識機能を有する信号処理部
とからなるものとして、「全く興味がない」「非常に好ましい」などというように、視聴
者が各項目についての認識評価値を音声で入力する構成とすることもできる。
【００９３】
　この例によっても、コンテンツ提供者が意図した印象や評価を視聴者に与えることがで
きるとともに、視聴者が興味や関心を示す事項を推測して、コンテンツの再生特性やスト
ーリー展開を、視聴者が興味や関心を示す方向に変化させることもできる。
【００９４】
　図１および図２の例は、光ディスク１にコンテンツおよび想定評価値が記録されている
場合であるが、想定評価値はコンテンツとは別に、送信元から受信するようにしてもよい
。
【００９５】
　図３は、この場合の一例を示す。光ディスク１は、想定評価値が記録されていない点を
除いて、図１および図２の例と同じである。
【００９６】
　ただし、送信元から受信する想定評価値が光ディスク１に記録されているコンテンツと
対をなすものであるか否かを照合するために、光ディスク１にはコンテンツ識別情報が記
録されており、コンテンツ再生開始時点で、このコンテンツ識別情報が、光ディスク１か
ら読み出されてシステムコントローラ７に取り込まれる。
【００９７】
　光ディスク再生装置には、インターネットなどの通信ネットワーク９に接続される通信
装置部５４が設けられ、コンテンツ識別情報を受信したシステムコントローラ７は、通信
装置部５４に対して、そのコンテンツ識別情報に対応した想定評価値データを要求する信
号を送信元に送ることを指示する。
【００９８】
　この指示を受けて、通信装置部５４は、送信元との間の通信回線を確保して、送信元に
コンテンツ識別情報に対応した想定評価値データを要求する。通信回線を確保できなかっ
た場合には、通信装置部５４はシステムコントローラ７にエラーを通知する。送信元との
間の通信の結果、送信元が指定された想定評価値データを送信できないことが分かった場
合にも、通信装置部５４はシステムコントローラ７にエラーを通知する。
【００９９】
　送信元から送信され、通信装置部５４で受信された想定評価値データは、想定評価値コ
ードバッファ５１に書き込まれ、想定評価値コードバッファ５１から読み出された後、想
定評価値デコーダ５２でデコードされる。
【０１００】
　反応値入力部６１による反応値の測定、反応値解析部６２での反応値の算出、認識評価
値算出部６３での認識評価値の算出、制御評価値算出部５３での制御評価値の算出、およ
び、その制御評価値によるコンテンツ呈示制御（コンテンツの再生特性の制御およびスト
ーリー展開の変更）については、図１の例と同じである。
【０１０１】
　なお、一度受信した想定評価値データを保存しておけば、次に同じコンテンツを再生す
るとき、想定評価値データを再度受信する必要がないので、システムコントローラ７は、
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必要に応じて、受信した想定評価値データを、コンテンツ識別情報と対応づけて、再生装
置内の記憶装置部、または再生装置に装着または接続される外部の記憶装置に保存するよ
うに、再生装置を構成することもできる。
【０１０２】
　この例においても、視聴者が各項目についての認識評価値を直接入力する構成とするこ
とができる。
【０１０３】
　図４は、この場合の例を示し、図３の例の反応値入力部６１、反応値解析部６２および
認識評価値算出部６３に代えて、認識評価値入力部６４を設ける。認識評価値入力部６４
の具体的構成は、図２の例と同じである。
【０１０４】
　　（コンテンツ受信装置の一例（放送受信装置）：図５および図６）
　第１の実施形態のコンテンツ受信装置は、一例として、ＢＳデジタル放送などのデジタ
ルＴＶ放送を受信する装置として構成することができる。
【０１０５】
　デジタルＴＶ放送では、コンテンツ識別情報として、番組ＩＤ（識別子）や番組名など
が放送されるとともに、番組やシーンまたはショットに挿入して、その映像特性や音響特
性などを記述した情報、いわゆるメタデータを放送することができる。
【０１０６】
　図５は、放送受信装置の一例を示す。この例では、デジタルＴＶ放送として、コンテン
ツ（番組の映像データおよび音響データ）に多重化されて、想定評価値データが放送され
るとともに、放送受信装置でコンテンツのストーリー展開を変更できるように、放送受信
装置で選択可能な複数のシーンまたはショットが放送されるものとする。
【０１０７】
　受信選局部７１では、操作部６での選局操作に基づくシステムコントローラ７の選局制
御によって、想定評価値データを含む放送信号が受信選局される。その受信選局された信
号は、復調・エラー訂正部７２で復調され、エラー訂正された後、記憶装置部７３に書き
込まれ、記憶装置部７３から読み出される。記憶装置部７３は、バッファとしても機能す
るが、コンテンツのストーリー展開の変更用にシーンまたはショットを選択するためのも
のである。
【０１０８】
　記憶装置部７３から読み出された信号は、デマルチプレクサ１３に供給され、デマルチ
プレクサ１３から、それぞれ符号化された映像データ、音響データ、字幕データおよび想
定評価値データが、分離されて得られる。その他は、図１の例の光ディスク再生装置と同
じである。
【０１０９】
　そして、この放送受信装置では、制御評価値に基づくシステムコントローラ７の制御に
より、記憶装置部７３から読み出されるシーンまたはショットが選択されることによって
、コンテンツのストーリー展開が変えられる。
【０１１０】
　なお、反応値や認識評価値を、コンテンツ（番組）のシーンまたはショットごとに測定
または算出する場合、シーンまたはショットの区間を示す情報は、コンテンツとともに放
送されるものでもよいが、再生された映像や音響の特徴から、システムコントローラ７が
シーンまたはショットの区間を検出する構成とすることもできる。
【０１１１】
　放送受信装置についても、視聴者が各項目についての認識評価値を直接入力する構成と
することができる。
【０１１２】
　図６は、この場合の例を示し、図５の例の反応値入力部６１、反応値解析部６２および
認識評価値算出部６３に代えて、認識評価値入力部６４を設ける。認識評価値入力部６４
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の具体的構成は、図２の例の光ディスク再生装置と同じである。
【０１１３】
　　（コンテンツ受信装置の他の例：図７および図８）
　第１の実施形態のコンテンツ受信装置は、別の例として、コンテンツ送信要求によって
送信元から送信されたコンテンツおよび想定評価値を受信する装置として構成することも
できる。
【０１１４】
　図７は、この場合のコンテンツ受信装置の一例を示す。このコンテンツ受信装置では、
送信装置部８５によって、インターネットなどの通信ネットワーク９を介して送信元に、
コンテンツおよび想定評価値データの送信を要求し、受信装置部８１によって、通信ネッ
トワーク９を介して送信元から、コンテンツおよび想定評価値データを受信する。
【０１１５】
　操作部６での操作に基づいて、システムコントローラ７は、送信装置部８５に対して、
コンテンツ識別情報を送って、それに対応したコンテンツおよび想定評価値データを要求
する信号を送信元に送ることを指示する。
【０１１６】
　この指示を受けて、送信装置部８５は、送信元との間の通信回線を確保して、送信元に
コンテンツ識別情報に対応したコンテンツおよび想定評価値データを要求する。通信回線
を確保できなかった場合には、送信装置部８５はシステムコントローラ７にエラーを通知
する。送信元との間の通信の結果、送信元が指定されたコンテンツおよび想定評価値デー
タを送信できないことが分かった場合にも、送信装置部８５はシステムコントローラ７に
エラーを通知する。
【０１１７】
　送信元から送信され、受信装置部８１で受信されたコンテンツおよび想定評価値データ
は、復調・エラー訂正部８２で復調され、エラー訂正された後、記憶装置部８３に書き込
まれ、記憶装置部８３から読み出される。
【０１１８】
　コンテンツ受信装置でコンテンツのストーリー展開を変更できるように、送信元は、コ
ンテンツ受信装置で選択可能な複数のシーンまたはショットを送信するものとする。記憶
装置部８３は、バッファとしても機能するが、コンテンツのストーリー展開の変更用にシ
ーンまたはショットを選択するためのものである。
【０１１９】
　記憶装置部８３から読み出された信号は、デマルチプレクサ１３に供給され、デマルチ
プレクサ１３から、それぞれ符号化された映像データ、音響データ、字幕データおよび想
定評価値データが、分離されて得られる。その他は、図５の例の放送受信装置と同じであ
る。
【０１２０】
　そして、このコンテンツ受信装置では、制御評価値に基づくシステムコントローラ７の
制御により、記憶装置部８３から読み出されるシーンまたはショットが選択されることに
よって、コンテンツのストーリー展開が変えられる。
【０１２１】
　コンテンツおよび想定評価値の情報量が多い場合には、視聴の進行に応じて送信元から
コンテンツおよび想定評価値が送信されるように、システムを構成することもでき、その
場合には、コンテンツの進行を示すタイムスタンプやアドレス情報によって、コンテンツ
および想定評価値の送信の中断および再開が制御されるように、システムを構成する。
【０１２２】
　なお、一度受信したコンテンツおよび想定評価値データを保存しておけば、同じコンテ
ンツおよび想定評価値データを再度受信する必要がないので、システムコントローラ７は
、必要に応じて、受信したコンテンツおよび想定評価値データを、コンテンツ識別情報と
対応づけて、受信装置内の記憶装置部、または受信装置に装着または接続される外部の記
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憶装置に保存するように、受信装置を構成することもできる。
【０１２３】
　この場合のコンテンツ受信装置についても、視聴者が各項目についての認識評価値を直
接入力する構成とすることができる。
【０１２４】
　図８は、この場合の例を示し、図７の例の反応値入力部６１、反応値解析部６２および
認識評価値算出部６３に代えて、認識評価値入力部６４を設ける。認識評価値入力部６４
の具体的構成は、図２の例の光ディスク再生装置と同じである。
【０１２５】
　　（コンテンツ呈示制御の他の例）
　上述したコンテンツ呈示制御に係る発明は、光ディスク以外の記録媒体からコンテンツ
を再生する装置、あるいは、コンテンツが映像情報のみからなる場合、または音響情報の
みからなる場合にも、適用することができる。
【０１２６】
　〔コンテンツ評価収集解析の実施形態：図１０～図１９〕
　第２の実施形態として、再生または受信されたコンテンツに対する視聴者の評価を収集
し、解析する場合を、以下に示す。
【０１２７】
　　（コンテンツ再生装置の一例：図１０および図１１）
　図１０は、第２の実施形態のコンテンツ再生装置としての光ディスク再生装置の一例を
示す。
【０１２８】
　光ディスク１には、コンテンツが記録されている。この場合のコンテンツは、映画など
の映像情報および音響情報で、具体的には、映像データおよび音響データが、ＭＰＥＧ方
式によって圧縮符号化され、多重化されて、光ディスク１に記録されている。
【０１２９】
　さらに、光ディスク１には、デコード・タイムスタンプなどのデコード時刻情報、およ
びプレゼンテーション・タイムスタンプなどのコンテンツ呈示時刻情報（再生時刻情報）
が記録されている。
【０１３０】
　　　＜再生装置の概要＞
　光ディスク１は、ディスクモータ３によって駆動される。光ヘッド（ピックアップ）４
は、送りモータとトラッキング用およびフォーカシング用のアクチュエータを含むドライ
ブニユット５によって駆動される。
【０１３１】
　操作部６での視聴者の再生操作によって、システムコントローラ７は、ドライブユニッ
ト５に光ディスク１の再生を指示し、光ヘッド４によって、光ディスク１から信号が読み
出される。その読み出された信号は、復調・エラー訂正部１１で復調され、エラー訂正さ
れた後、バッファ１２に書き込まれ、バッファ１２から読み出される。
【０１３２】
　バッファ１２から読み出された信号は、デマルチプレクサ１３に供給され、デマルチプ
レクサ１３から、それぞれ符号化された映像データ、音響データおよび字幕データが、分
離されて得られる。
【０１３３】
　その映像データ、音響データおよび字幕データは、それぞれ、ビデオコードバッファ２
１、オーディオコードバッファ３１および字幕コードバッファ４１に書き込まれ、ビデオ
コードバッファ２１、オーディオコードバッファ３１および字幕コードバッファ４１から
読み出された後、それぞれ、ビデオデコーダ２２、オーディオデコーダ３２および字幕デ
コーダ４２でデコードされる。
【０１３４】
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　システムコントローラ７は、上記のデコード・タイムスタンプのようなタイミング情報
に基づいて、各デコーダ２２，３２，４２におけるデコードタイミングを制御し、上記の
プレゼンテーション・タイムスタンプのようなタイミング情報に基づいて、各デコーダ２
２，３２，４２からのデータの時系列を整合させるように、各デコーダ２２，３２，４２
における出力タイミングを制御する。
【０１３５】
　ビデオデコーダ２２からの映像データ、および字幕デコーダ４２からの字幕データは、
ビデオ処理部２３に供給され、ビデオ処理部２３において、映像信号中に字幕信号がスー
パーインポーズされる。
【０１３６】
　ビデオ処理部２３の出力の映像信号は、ビデオ出力端子２４に導出され、ビデオ出力端
子２４から、ＣＲＴディスプレイや液晶ビデオプロジェクタなどの映像表示装置に送出さ
れる。
【０１３７】
　映像信号は、ビデオ処理部２３でアナログ映像信号に変換されることなくデジタル映像
データのまま、Ｄ／Ａ変換部を備える映像表示装置に送出され、またはビデオ処理部２３
でアナログ映像信号に変換されて、映像表示装置に送出される。
【０１３８】
　オーディオデコーダ３２からの音響データは、オーディオ処理部３３で処理され、オー
ディオ処理部３３の出力の音響信号は、オーディオ出力端子３４に導出され、オーディオ
出力端子３４から、スピーカやヘッドホンなどの音響出力装置に送出される。
【０１３９】
　音響信号も、オーディオ処理部３３でアナログ音響信号に変換されることなくデジタル
音響データのまま、Ｄ／Ａ変換部を備える音響出力装置に送出され、またはオーディオ処
理部３３でアナログ音響信号に変換されて、音響出力装置に送出される。
【０１４０】
　光ディスク１からコンテンツが再生されると、映像表示装置で表示された映像および音
響出力装置から出力された音響を視聴した視聴者の反応が、反応値として反応値入力部６
１から入力される。システムコントローラ７は、光ディスク１からのコンテンツの再生と
同時に、反応値入力部６１によって視聴者の反応を測定する。
【０１４１】
　反応値入力部６１から入力された反応値は、反応値解析部６２で解析されて、反応値解
析部６２で別の反応値が算出される。さらに、認識評価値算出部６３では、反応値入力部
６１から入力された反応値、および反応値解析部６２で算出された反応値から、光ディス
ク１から再生されたコンテンツに対する視聴者の印象や評価を示す認識評価値が算出され
る。
【０１４２】
　算出された認識評価値の情報は、コンテンツ呈示時刻情報と関連づけられたものであり
、多重化部６５において、システムコントローラ７からの後述のコンテンツ識別情報、送
信元識別情報および視聴者情報と多重化され、その多重化後のデータが、バッファ６６に
書き込まれ、バッファ６６から読み出された後、通信装置部６７によって、インターネッ
トなどの通信ネットワーク９を介して集計センターに送信される。
【０１４３】
　なお、図１０では、反応値入力部６１、反応値解析部６２、認識評価値算出部６３、多
重化部６５およびシステムコントローラ７を、機能的に分離して示しているが、反応値入
力部６１の信号処理や、反応値解析部６２、認識評価値算出部６３および多重化部６５の
機能は、システムコントローラ７の一部の機能として構成することもできる。
【０１４４】
　　　＜反応値の測定および認識評価値の算出＞
　反応値入力部６１は、各種のセンサと信号処理部によって構成され、信号処理部におい
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て、センサ出力の測定データにつき、微分、積分、相関演算などの演算処理が行われるこ
とによって、反応値が得られる。
【０１４５】
　ただし、反応値入力部６１としては、センサ部分とインタフェース部分のみを備え、シ
ステムコントローラ７でセンサ出力が処理されることによって、反応値が算出される構成
としてもよい。
【０１４６】
　視聴者の反応を測定するセンサは、視聴者が座る座席の座面、背もたれ、肘掛などの部
分、視聴者が装着するヘッドセットのイヤパッドやヘッドバンド、視聴者が操作するリモ
ートコマンダなどに取り付けられる。
【０１４７】
　反応値としては、視聴者の反応として測定されたデータそのものと、反応値解析部６２
で反応値入力部６１からの測定データを解析することによって得られるデータとがある。
【０１４８】
　具体的に、視聴者の反応として測定する項目は、心電図、呼吸数、呼吸周期、筋電図、
脳血流量、脳波、発汗量、皮膚温度、瞳孔径、開眼度、瞬き、表情、手足の血流量、耳た
ぶの血流量、手足の温度などである。
【０１４９】
　また、映画やゲーム、後述の放送受信装置の場合の視聴者参加型ドラマなどでは、反応
値として、視聴者の能動的行動の観測によって得られた値、例えば、視聴者が発生した音
声のピッチ周波数やその変動、声の大きさやその変動、操作レバーを動かすときの動きの
滑らかさや力の大きさなどを用いることができる。
【０１５０】
　反応値解析部６２で、これらの測定データを解析することによって得られるデータは、
例えば、瞬きの時点を示すデータから算出される、瞬きの無い時間の間隔を示すデータや
、開眼度と瞬きの無い時間の変動、口の表情などから算出される、笑いの区間を示すデー
タなどである。
【０１５１】
　さらに、反応値解析部６２では、開眼度、瞳孔径の変化や筋電図（手足の筋肉の緊張度
）から、驚きの区間を示すデータを算出することができ、発汗量、心拍数およびその上昇
度、瞳孔径の変化、手足の血流量の変化、手足の温度の変化などから、緊張の区間を示す
データを算出することができる。
【０１５２】
　複数の測定データから新たな反応値を算出する方法としては、各測定データを線形結合
する方法などを用いることができる。
【０１５３】
　認識評価値算出部６３では、反応値入力部６１から入力された反応値、および反応値解
析部６２で算出された反応値から、コンテンツに対する視聴者の印象や評価が認識評価値
として算出される。
【０１５４】
　具体的な認識評価値としては、興味や関心の程度を示す評価値、印象の強さを示す評価
値、好ましさの程度を示す評価値、恐怖の程度を示す評価値などが算出される。
【０１５５】
　興味や関心の程度を示す認識評価値は、開眼度、瞬き度、心拍数などの関数として算出
される。印象の強さを示す認識評価値は、開眼度、心拍数、発汗量などの関数として算出
される。好ましさの程度を示す認識評価値は、心拍数の安定性や発汗量の安定性、手足の
温度、手足の血流量などから算出される。恐怖の程度を示す認識評価値は、驚き度や緊張
度などから算出される。
【０１５６】
　なお、ここでの認識評価値は、認識の意味を考えて定義され、算出されるものであって
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、それぞれが独立であるとは限らない。
【０１５７】
　認識評価値は、多次元データとして表現することもできる。その場合には、各次元の意
味を示す識別子を付加して、認識評価値データとする。
【０１５８】
　反応値や認識評価値は、時々刻々と測定または算出することもできるが、再生されたコ
ンテンツのシーンやショットなど、コンテンツの区切りごとに測定または算出してもよい
。この場合、シーンやショットなどの区間を示す情報は、コンテンツとともに光ディスク
１に記録されているものでもよいが、再生された映像や音響の特徴から、システムコント
ローラ７がシーンやショットなどの区間を検出する構成とすることもできる。
【０１５９】
　　　＜データの送信＞
　認識評価値算出部６３で算出された認識評価値は、コンテンツ呈示時刻情報と関連づけ
られたものであり、後述のように集計センターで受信したとき、コンテンツのどの部分に
ついてのものであるかが分かるものである。
【０１６０】
　コンテンツ識別情報は、コンテンツを特定する情報で、コンテンツそれ自体に付加され
たものに限らず、例えば、光ディスク１に一つのコンテンツしか記録されてなく、かつデ
ィスク識別情報（ディスクを特定する情報）が記録されている場合には、そのディスク識
別情報をコンテンツ識別情報とすることができる。また、光ディスク１に一つのコンテン
ツしか記録されてなく、かつディスク識別情報が記録されていない場合には、ディスクに
含まれるチャプタ数と上演時間とを組合せるなど、ディスクのヘッダ情報を所定の規則で
組合せて、ディスク識別情報とし、コンテンツ識別情報とすることができる。
【０１６１】
　送信元識別情報は、端末装置、この例ではコンテンツ再生装置としての光ディスク再生
装置を特定する情報、または視聴者を特定する情報である。
【０１６２】
　端末装置を特定する情報は、あらかじめ端末装置の製造者などによってシステムコント
ローラ７に設定される。視聴者を特定する情報は、あらかじめ操作部６での入力操作によ
ってシステムコントローラ７に設定され、または、これが書き込まれたメモリカードのよ
うな外部記憶媒体が端末装置に装着されることによってシステムコントローラ７に設定さ
れる。
【０１６３】
　視聴者情報は、具体的には、視聴者の年齢、性別、居住地域、趣味など、視聴者の属性
を示す情報や、視聴者が過去に視聴したコンテンツの履歴を示す情報などである。視聴者
情報は、あらかじめ操作部６での入力操作によってシステムコントローラ７に設定され、
または、これが書き込まれたメモリカードのような外部記憶媒体が端末装置に装着される
ことによってシステムコントローラ７に設定される。
【０１６４】
　視聴者情報は、必ずしも送信される必要はないが、これが送信される場合には、後述の
ように、集計センターにおいて、同じコンテンツに対する視聴者の評価が、視聴者の属性
ごとに、どのように相違するかなど、視聴者の属性を考慮した解析を行うことができる。
【０１６５】
　コンテンツ呈示時刻情報が付加された認識評価値情報、コンテンツ識別情報、送信元識
別情報および視聴者情報は、コンテンツ呈示時刻情報が付加された認識評価値情報をデー
タ部とし、送信元識別情報、視聴者情報およびコンテンツ識別情報をヘッダ部として、多
重化部６５で多重化されて、通信装置部６７によって集計センターに送信される。
【０１６６】
　認識評価値情報は、５秒、３０秒などというような所定時間間隔で、その都度送信され
、またはコンテンツの再生が全て終了した時点で、まとめて送信される。いずれの場合に
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も、上記の各情報は、バッファ６６に一時記憶された後、通信装置部６７によって集計セ
ンターに送信される。
【０１６７】
　映画などのように長時間のコンテンツは、視聴者が何回かに分けて視聴することも考え
られる。このようにコンテンツの途中で再生を一時停止した場合には、システムコントロ
ーラ７が、その停止した箇所を特定する情報や、その箇所での認識評価値およびコンテン
ツ呈示時刻情報を保持して、同じコンテンツについての次回のコンテンツ再生およびデー
タ送信の用に供するように、光ディスク再生装置を構成する。
【０１６８】
　　　＜認識評価値を直接入力する場合：図１１＞
　図１０の例は、反応値入力部６１からの反応値から認識評価値算出部６３で認識評価値
を算出する場合であるが、視聴者が各項目についての認識評価値を直接入力する構成とす
ることもできる。
【０１６９】
　図１１は、この場合の例を示し、図１０の例の反応値入力部６１、反応値解析部６２お
よび認識評価値算出部６３に代えて、認識評価値入力部６４を設ける。
【０１７０】
　認識評価値入力部６４は、例えば、興味や関心の程度は「－２」、好ましさの程度は「
＋３」というように、視聴者が各項目についての認識評価値を数値で入力する構成とし、
または、認識評価値の各項目ごとにレバーを設け、視聴者が各レバーをプラス方向または
マイナス方向にスライドさせる構成とする。
【０１７１】
　あるいは、認識評価値入力部６４を、マイクロホンと音声認識機能を有する信号処理部
とからなるものとして、「全く興味がない」「非常に好ましい」などというように、視聴
者が各項目についての認識評価値を音声で入力する構成とすることもできる。
【０１７２】
　　（コンテンツ再生装置の他の例：図１２）
　図１２は、第２の実施形態のコンテンツ再生装置としての光ディスク再生装置の他の例
を示す。
【０１７３】
　この例では、光ディスク１には、コンテンツとともに、これについての想定評価値が記
録されている。想定評価値は、視聴者がコンテンツを視聴したときのコンテンツに対する
印象や評価を想定したものであり、呈示する映像の種類や明るさ、呈示する音響の種類や
レベル（音の大きさ）、呈示するコンテンツのストーリー展開などを考慮して、コンテン
ツ提供者（制作者）が設定したものである。
【０１７４】
　呈示されるコンテンツには、多くの場合、物語性があり、呈示された視聴者の心理状態
も、ストーリー展開によって変化するのが普通である。そのため、同じ映像や音響であっ
ても、場面によって、それに対する感じ方や解釈など、印象や評価が異なることが予想さ
れる。したがって、想定評価値は、映像や音響の特性（映像の明るさや音響のレベルなど
の物理的性質）のほかに、呈示されるコンテンツの物語性も考慮して、コンテンツのシー
ンやショットなど、コンテンツの区切りごとに設定される。当然、視聴者に注目してほし
いシーンやショットは、興味や関心の程度を示す認識評価値が高くなるように映像音響的
に工夫することになるので、そのシーンやショットの想定評価値も高く設定されることに
なる。
【０１７５】
　上述した各種の反応値から算出された認識評価値と、その時間経過を見れば、呈示され
たコンテンツに対する視聴者の心理状態が分かる。また、あらかじめコンテンツ提供者に
よって上記のように設定された想定評価値と、各種の反応値から算出された認識評価値と
を比較することによって、視聴者がコンテンツ提供者が期待した通りの心理状態にあるか
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否かが分かる。さらに、この想定評価値と認識評価値の比較結果を、コンテンツの呈示制
御に積極的に利用することもできる。
【０１７６】
　図１２は、その場合の例を示す。想定評価値データは、符号化され、この例では、映像
データおよび音響データに多重化されて、光ディスク１に記録されている。想定評価値の
時間軸管理および多重化の具体的な方法は、コンテンツ呈示制御に係る第１の実施形態と
同じである。
【０１７７】
　　　＜再生装置の概要＞
　光ディスク１からコンテンツが再生されると同時に、光ディスク１から想定評価値デー
タが読み出される。読み出された想定評価値データは、デマルチプレクサ１３で分離され
て、想定評価値コードバッファ５１に書き込まれ、想定評価値コードバッファ５１から読
み出された後、想定評価値デコーダ５２でデコードされる。
【０１７８】
　一方、コンテンツが再生されると同時に、図１０の例と同様に、反応値入力部６１で、
視聴者の反応が反応値として測定され、認識評価値算出部６３で、再生されたコンテンツ
に対する視聴者の印象や評価を示す認識評価値が算出される。
【０１７９】
　さらに、この例では、システムコントローラ７で、想定評価値デコーダ５２でデコード
された想定評価値と、認識評価値算出部６３で算出された認識評価値とが比較され、その
結果が評価される。
【０１８０】
　認識評価値と同様に、想定評価値は、多次元データとして表現することもできる。その
場合には、各次元の想定評価値データの前に、その次元の意味を示す識別子が付加される
。このように想定評価値および認識評価値が多次元データとして表現される場合には、シ
ステムコントローラ７での想定評価値と認識評価値の比較は、例えば、多次元ベクトルの
方向および大きさを比較することによって行う。
【０１８１】
　光ディスク１から読み出された想定評価値も、コンテンツ呈示時刻情報と関連づけられ
たものである。したがって、システムコントローラ７は、例えば、「呈示時刻０１：２５
：３０から呈示時刻０１：２６：２０までは、識別子の示す意味において想定評価値は４
０である」というように、シーンまたはショットごとの想定評価値を認識することができ
る。
【０１８２】
　　　＜コンテンツの呈示制御＞
　システムコントローラ７は、想定評価値と認識評価値の比較結果から、コンテンツの再
生特性を制御する制御信号、およびコンテンツのストーリー展開を変更する制御信号を生
成し、前者の制御信号をビデオ処理部２３およびオーディオ処理部３３に送出して、映像
および音響の再生特性を制御し、後者の制御信号をドライブニユット５に送出して、光デ
ィスク１の再生場所や再生順序を変更する。
【０１８３】
　具体的に、システムコントローラ７は、評価対象のシーンまたはショットでの想定評価
値と認識評価値の差が、あらかじめ設定された許容範囲内であるか否かを判断するととも
に、過去のシーンまたはショットでの想定評価値と認識評価値の差との関係で、想定評価
値と認識評価値の差が広がっているか、縮まっているか、認識評価値は増加傾向であるの
が好ましいのか、減少傾向であるのが好ましいのか、認識評価値として極大値や極小値を
とるのが好ましいのかなど、想定評価値と認識評価値の差および認識評価値の変化の傾向
を判断する。
【０１８４】
　例えば、想定評価値と認識評価値の差が許容範囲内であっても、それが大きくなってい
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るときには、視聴者の反応（評価）が予想した方向と異なる方向になっていると判断する
。
【０１８５】
　システムコントローラ７は、このような判断結果に基づいて、コンテンツの再生特性を
制御し、コンテンツのストーリー展開を変更する。
【０１８６】
　具体的に、想定評価値と認識評価値の比較結果から、例えば、視聴者が予想より怖がっ
ていないと判断される場合には、以降のシーンやショットでの映像の明るさや音響のレベ
ルなどの映像音響特性を変え、または以降のストーリー展開を変える。
【０１８７】
　また、例えば、視聴者が予想より楽しんでいない、予想より興味を示していない、予想
よりそのシーンに集中していない、と判断される場合には、以降のストーリー展開を変え
る。
【０１８８】
　ストーリー展開の変え方としては、一つには、後の展開を暗示するようなシーン、また
は以前のシーンから予想できるようなシーンを挿入することによって、ストーリー展開を
予想できるようにする。これによって、視聴者のストーリーへの注目度を高めることがで
きる。あるいは逆に、ストーリー展開を暗示するシーン内容を変え、または削除すること
によって、ストーリー展開を容易に予想できないようにし、ストーリー展開に飽きないよ
うにする。
【０１８９】
　ストーリーやシーンまたはショットを変更する場合には、視聴者が示した過去の反応値
または認識評価値の履歴を参考にすることができる。その履歴は、そのとき呈示されてい
るコンテンツに対する、それまでの反応値または認識評価値を記憶しておいたものでも、
視聴者が過去に視聴した別のコンテンツに対する反応値または認識評価値を記憶しておい
たものでもよい。
【０１９０】
　コンテンツの再生特性は、映像については、輝度、コントラスト、彩度、色合い（色相
）などであり、音響については、周波数特性やレベルなどである。
【０１９１】
　ストーリー展開の変更は、例えば、あるシーンを呈示するとき、複数のシーンの中から
一つを選択して呈示し、またはシーンを構成する一部のショットを入れ替えて呈示する、
などの方法によって行う。
【０１９２】
　ストーリー展開を変更するために、シーンまたはショットの入れ替えを随時、行うよう
に構成することもできるが、所定の場面に限ってシーンまたはショットの入れ替えを許可
するように構成することもできる。
【０１９３】
　選択可能な複数のシーンには、コンテンツに対する視聴者の感じ方の流れを制御するた
めに、「起承転結」など、認識評価の意味付けや方向付けに関する指標を、あらかじめ付
けておき、システムコントローラ７が、その指標と、想定評価値と認識評価値の比較結果
とから、呈示するシーンを選択するように、光ディスク再生装置を構成する。
【０１９４】
　ショットの入れ替えについても、同様に、ショットについての指標を付けておき、その
指標と、想定評価値と認識評価値の比較結果とから、シーンを構成するショットが選択さ
れるように、光ディスク再生装置を構成する。
【０１９５】
　　　＜認識評価値を直接入力する場合＞
　この例においても、反応値入力部６１、反応値解析部６２および認識評価値算出部６３
に代えて、認識評価値入力部を設けて、視聴者が各項目についての認識評価値を直接入力
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する構成とすることができる。
【０１９６】
　　（コンテンツ受信装置の一例（放送受信装置）：図１３および図１４）
　第２の実施形態のコンテンツ受信装置は、一例として、ＢＳデジタル放送などのデジタ
ルＴＶ放送を受信する装置として構成することができる。
【０１９７】
　デジタルＴＶ放送では、コンテンツ識別情報として、番組ＩＤ（識別子）や番組名など
が放送されるとともに、番組やシーンまたはショットに挿入して、その映像特性や音響特
性などを記述した情報、いわゆるメタデータを放送することができる。
【０１９８】
　図１３は、放送受信装置の一例を示す。受信選局部７１では、操作部６での選局操作に
基づくシステムコントローラ７の選局制御によって、放送信号が受信選局される。その受
信選局された信号は、復調・エラー訂正部７２で復調され、エラー訂正された後、バッフ
ァとして機能する記憶装置部７３に書き込まれ、記憶装置部７３から読み出される。
【０１９９】
　記憶装置部７３から読み出された信号は、デマルチプレクサ１３に供給され、デマルチ
プレクサ１３から、それぞれ符号化された映像データ、音響データおよび字幕データが、
分離されて得られる。その他は、図１０の例の光ディスク再生装置と同じである。
【０２００】
　なお、反応値や認識評価値を、コンテンツ（番組）のシーンまたはショットごとに測定
または算出する場合、シーンまたはショットの区間を示す情報は、コンテンツとともに放
送されるものでもよいが、再生された映像や音響の特徴から、システムコントローラ７が
シーンまたはショットの区間を検出する構成とすることもできる。
【０２０１】
　図１４は、放送受信装置の他の例を示す。この例では、デジタルＴＶ放送として、コン
テンツ（番組の映像データおよび音響データ）に多重化されて、上述した想定評価値デー
タが放送されるとともに、放送受信装置でコンテンツのストーリー展開を変更できるよう
に、放送受信装置で選択可能な複数のシーンまたはショットが放送されるものとする。
【０２０２】
　受信選局部７１では、想定評価値データを含む放送信号が受信選局され、その受信選局
された信号は、復調・エラー訂正部７２で復調され、エラー訂正された後、記憶装置部７
３に書き込まれ、記憶装置部７３から読み出される。記憶装置部７３は、バッファとして
も機能するが、コンテンツのストーリー展開の変更用にシーンまたはショットを選択する
ためのものである。
【０２０３】
　記憶装置部７３から読み出された信号は、デマルチプレクサ１３に供給され、デマルチ
プレクサ１３から、それぞれ符号化された映像データ、音響データ、字幕データおよび想
定評価値データが、分離されて得られる。その他は、図１２の例の光ディスク再生装置と
同じである。
【０２０４】
　そして、この放送受信装置では、想定評価値と認識評価値の比較結果に基づくシステム
コントローラ７の制御により、記憶装置部７３から読み出されるシーンまたはショットが
選択されることによって、コンテンツのストーリー展開が変えられる。
【０２０５】
　図１３または図１４の例の放送受信装置についても、反応値入力部６１、反応値解析部
６２および認識評価値算出部６３に代えて、認識評価値入力部を設け、視聴者が各項目に
ついての認識評価値を直接入力する構成とすることができる。
【０２０６】
　　（コンテンツ受信装置の他の例：図１５および図１６）
　第２の実施形態のコンテンツ受信装置は、別の例として、コンテンツ送信要求によって
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送信元から送信されたコンテンツを受信する装置として構成することもできる。
【０２０７】
　図１５は、この場合のコンテンツ受信装置の一例を示す。このコンテンツ受信装置では
、送信機能と受信機能を備える通信装置部８９によって、インターネットなどの通信ネッ
トワーク９を介して送信元に、コンテンツの送信を要求し、通信ネットワーク９を介して
送信元から、コンテンツを受信する。
【０２０８】
　操作部６での操作に基づいて、システムコントローラ７は、通信装置部８９に対して、
コンテンツ識別情報を送って、それに対応したコンテンツを要求する信号を送信元に送る
ことを指示する。
【０２０９】
　この指示を受けて、通信装置部８９は、送信元との間の通信回線を確保して、送信元に
コンテンツ識別情報に対応したコンテンツを要求する。通信回線を確保できなかった場合
には、通信装置部８９はシステムコントローラ７にエラーを通知する。送信元との間の通
信の結果、送信元が指定されたコンテンツを送信できないことが分かった場合にも、通信
装置部８９はシステムコントローラ７にエラーを通知する。
【０２１０】
　送信元から送信され、通信装置部８９で受信されたコンテンツは、復調・エラー訂正部
８２で復調され、エラー訂正された後、バッファとして機能する記憶装置部８３に書き込
まれ、記憶装置部８３から読み出される。
【０２１１】
　その他は、図１３の例の放送受信装置と同じである。ただし、この図１５の例では、通
信装置部８９が同時に、図１０～図１４の例の通信装置部６７のデータ送信機能を備える
。
【０２１２】
　コンテンツの情報量が多い場合には、視聴の進行に応じて送信元からコンテンツが送信
されるように、システムを構成することもでき、その場合には、コンテンツの進行を示す
タイムスタンプやアドレス情報によって、コンテンツの送信の中断および再開が制御され
るように、システムを構成する。
【０２１３】
　なお、反応値や認識評価値をコンテンツのシーンまたはショットごとに測定または算出
する場合、シーンまたはショットの区間を示す情報は、コンテンツとともに送信元から送
信されるものでもよいが、再生された映像や音響の特徴から、システムコントローラ７が
シーンまたはショットの区間を検出する構成とすることもできる。
【０２１４】
　図１６は、この場合のコンテンツ受信装置の他の例を示す。この例では、送信元から、
コンテンツとともに上述した想定評価値データが送信されるとともに、コンテンツ受信装
置でコンテンツのストーリー展開を変更できるように、コンテンツ受信装置で選択可能な
複数のシーンまたはショットが送信される。
【０２１５】
　送信元から送信され、通信装置部８９で受信されたコンテンツおよび想定評価値データ
は、復調・エラー訂正部８２で復調され、エラー訂正された後、記憶装置部８３に書き込
まれ、記憶装置部８３から読み出される。記憶装置部８３は、バッファとしても機能する
が、コンテンツのストーリー展開の変更用にシーンまたはショットを選択するためのもの
である。
【０２１６】
　その他は、図１４の例の放送受信装置と同じである。ただし、この図１６の例では、通
信装置部８９が同時に、図１０～図１４の例の通信装置部６７のデータ送信機能を備える
。
【０２１７】
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　図１５または図１６の例のコンテンツ受信装置についても、反応値入力部６１、反応値
解析部６２および認識評価値算出部６３に代えて、認識評価値入力部を設け、視聴者が各
項目についての認識評価値を直接入力する構成とすることができる。
【０２１８】
　　（収集解析装置および収集解析方法の例：図１７～図１９）
　第２の実施形態のコンテンツ評価収集解析方法では、集計センターにおいて、図１０～
図１６の例のような端末装置（コンテンツ再生装置またはコンテンツ受信装置）から送信
されたデータを受信して、各情報を検出し、コンテンツに対する視聴者の評価を解析する
。
【０２１９】
　図１７は、集計センターに設けられる収集解析装置の一例を示す。この収集解析装置１
００では、通信装置部１０１で、図１０～図１６の例のような端末装置から、通信ネット
ワーク９を介して送信されたデータ、すなわち、コンテンツ呈示時刻情報と関連づけられ
た認識評価値情報、送信元識別情報およびコンテンツ識別情報、さらには視聴者情報が多
重化されたデータを受信する。
【０２２０】
　その受信されたデータは、復調・エラー訂正部１０２で復調され、エラー訂正された後
、バッファ１０３に書き込まれ、バッファ１０３から読み出されて、システムコントロー
ラ１０４に取り込まれる。
【０２２１】
　システムコントローラ１０４は、送信元識別情報によって送信元を識別し、コンテンツ
識別情報によって評価対象のコンテンツを識別し、視聴者情報によって視聴者の属性を識
別して、受信した認識評価値を、コンテンツごとに選別し、視聴者の属性ごとに分類して
、記憶装置部１０５に書き込む。
【０２２２】
　さらに、システムコントローラ１０４は、操作部１０６からの指示によって、記憶装置
部１０５から認識評価値を読み出し、呈示時系列ごとに集計して、コンテンツに対する視
聴者の評価を解析する。集計は、認識評価値の時系列変化パターンの近似度によって行う
。
【０２２３】
　記憶装置部１０５には、あらかじめコンテンツごとに、コンテンツ提供者（制作者）に
よって設定された上述した想定評価値を書き込んでおくことができ、評価対象のコンテン
ツについての想定評価値が記憶装置部１０５に書き込まれている場合には、システムコン
トローラ１０４は、その想定評価値と認識評価値を比較することによって、コンテンツに
対する視聴者の評価を解析する。
【０２２４】
　システムコントローラ１０４での解析結果は、記憶装置部１０５に記録されるとともに
、表示制御部１０７によってディスプレイ１０８上に表示される。
【０２２５】
　図１８は、収集解析装置１００での収集処理ルーチンの一例を示す。この収集処理ルー
チン１１０では、まずステップ１１１で、データを受信し、次にステップ１１２で、デー
タの復調およびエラー訂正を行い、次にステップ１１３で、送信元識別情報およびコンテ
ンツ識別情報を判別し、次にステップ１１４で、コンテンツ呈示時刻情報が付加された認
識評価値を検出して、送信元識別情報およびコンテンツ識別情報とともに、記憶装置部１
０５に書き込み、次にステップ１１５で、データ収集を止めるか否かを判断し、データ収
集を続行するときには、ステップ１１１に戻ってステップ１１１以下の処理を繰り返し、
データ収集を止めるときには、収集処理を終了する。
【０２２６】
　図１９は、収集解析装置１００での解析処理ルーチンの一例を示す。この解析処理ルー
チン１２０では、まずステップ１２１で、記憶装置部１０５から認識評価値を読み出し、
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次にステップ１２２で、想定評価値を読み出すか否かを判断し、読み出すときには、ステ
ップ１２２からステップ１２３に進んで、記憶装置部１０５から想定評価値を読み出した
上で、ステップ１２４に進む。記憶装置部１０５に評価対象のコンテンツについての想定
評価値が書き込まれていない場合には、ステップ１２２から直接、ステップ１２４に進む
。
【０２２７】
　ステップ１２４では、想定評価値と認識評価値を比較して、または比較しないで認識評
価値のみから、コンテンツに対する視聴者の評価を解析し、次にステップ１２５に進んで
、その解析結果を、記憶装置部１０５に記録し、ディスプレイ１０８上に表示する。
【０２２８】
　ステップ１２４では、システムコントローラ１０４は、具体的に以下のような解析を行
う。
【０２２９】
　想定評価値と認識評価値を比較する場合には、図１２、図１４および図１６の例の端末
装置につき上述したのと同様に、評価対象のシーンまたはショットでの想定評価値と認識
評価値の差が、あらかじめ設定された許容範囲内であるか否かを判断するとともに、過去
のシーンまたはショットでの想定評価値と認識評価値の差との関係で、想定評価値と認識
評価値の差が広がっているか、縮まっているか、認識評価値は増加傾向であるのが好まし
いのか、減少傾向であるのが好ましいのか、認識評価値として極大値や極小値をとるのが
好ましいのかなど、想定評価値と認識評価値の差および認識評価値の変化の傾向を判断す
る。
【０２３０】
　例えば、想定評価値と認識評価値の差が許容範囲内であっても、それが大きくなってい
るときには、視聴者の反応（評価）が予想した方向と異なる方向になっていると判断する
。
【０２３１】
　想定評価値と認識評価値を比較しないで認識評価値のみから、コンテンツに対する視聴
者の評価を解析する場合にも、認識評価値の大小や変化の傾向から、同様に、呈示された
コンテンツに対する視聴者の心理状態を判断し、視聴者がコンテンツ提供者が期待した通
りの心理状態にあるか否かを判断する。
【０２３２】
　コンテンツ提供者は、ディスプレイ１０８上に表示された、このシステムコントローラ
１０４の解析結果から、例えば、視聴者が予想より怖がっていないことが分かった場合に
は、コンテンツを編集し直して、コンテンツの映像の明るさや音響のレベルなどの映像音
響特性を変え、ストーリー展開を変えることができる。
【０２３３】
　また、例えば、視聴者が予想より楽しんでいない、予想より興味を示していない、予想
よりそのシーンに集中していない、ことが分かった場合には、コンテンツのストーリー展
開を変えることができる。
【０２３４】
　ストーリーやシーンまたはショットを変更する場合には、視聴者が示した過去の認識評
価値の履歴を参考にすることができる。その履歴は、そのとき呈示されたコンテンツに対
する、それまでの認識評価値を記憶しておいたものでも、視聴者が過去に視聴した別のコ
ンテンツに対する認識評価値を記憶しておいたものでもよい。
【０２３５】
　評価対象のコンテンツが、放送または配信された番組やコマーシャルである場合には、
コンテンツ提供者は、その番組やコマーシャルについての視聴者の、興味や関心の程度、
印象の強さ、好ましく思う程度を、呈示時刻ごとに知ることができる。
【０２３６】
　受信したデータに視聴者情報が含まれている場合には、コンテンツ提供者は、視聴者の
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年齢層、性別、居住地域、過去のコンテンツ視聴履歴などごとに、視聴者の興味や好みの
傾向を、呈示時刻ごとに解析することができる。
【０２３７】
　コンテンツが旅行記のようなものであれば、コンテンツ提供者は、視聴者の好みの旅行
先、興味があったイベントや宿泊先などを知ることができ、従来の視聴率調査やアンケー
ト調査より視聴者の好みや興味を直接的に反映した調査結果を得ることができる。
【０２３８】
　　（コンテンツ評価収集解析の他の例）
　上述したコンテンツ評価収集解析に係る発明は、光ディスク以外の記録媒体からコンテ
ンツを再生する装置、あるいは、コンテンツが映像情報のみからなる場合、または音響情
報のみからなる場合にも、適用することができる。
【０２３９】
　〔コンテンツ評価集計管理の実施形態：図２０～図３０〕
　第３の実施形態として、再生または受信されたコンテンツに対する視聴者の評価を集計
し、管理する場合を、以下に示す。
【０２４０】
　　（コンテンツ再生装置の一例：図２０および図２１）
　図２０は、第３の実施形態のコンテンツ再生装置としての光ディスク再生装置の一例を
示す。
【０２４１】
　光ディスク１には、コンテンツが記録されている。この場合のコンテンツは、映画など
の映像情報および音響情報で、具体的には、映像データおよび音響データが、ＭＰＥＧ方
式によって圧縮符号化され、多重化されて、光ディスク１に記録されている。
【０２４２】
　さらに、光ディスク１には、デコード・タイムスタンプなどのデコード時刻情報、およ
びプレゼンテーション・タイムスタンプなどのコンテンツ呈示時刻情報（再生時刻情報）
が記録されている。
【０２４３】
　　　＜再生装置の概要＞
　光ディスク１は、ディスクモータ３によって駆動される。光ヘッド（ピックアップ）４
は、送りモータとトラッキング用およびフォーカシング用のアクチュエータを含むドライ
ブニユット５によって駆動される。
【０２４４】
　操作部６での視聴者の再生操作によって、システムコントローラ７は、ドライブユニッ
ト５に光ディスク１の再生を指示し、光ヘッド４によって、光ディスク１から信号が読み
出される。その読み出された信号は、復調・エラー訂正部１１で復調され、エラー訂正さ
れた後、バッファ１２に書き込まれ、バッファ１２から読み出される。
【０２４５】
　バッファ１２から読み出された信号は、デマルチプレクサ１３に供給され、デマルチプ
レクサ１３から、それぞれ符号化された映像データ、音響データおよび字幕データが、分
離されて得られる。
【０２４６】
　その映像データ、音響データおよび字幕データは、それぞれ、ビデオコードバッファ２
１、オーディオコードバッファ３１および字幕コードバッファ４１に書き込まれ、ビデオ
コードバッファ２１、オーディオコードバッファ３１および字幕コードバッファ４１から
読み出された後、それぞれ、ビデオデコーダ２２、オーディオデコーダ３２および字幕デ
コーダ４２でデコードされる。
【０２４７】
　システムコントローラ７は、上記のデコード・タイムスタンプのようなタイミング情報
に基づいて、各デコーダ２２，３２，４２におけるデコードタイミングを制御し、上記の



(31) JP 4595998 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

プレゼンテーション・タイムスタンプのようなタイミング情報に基づいて、各デコーダ２
２，３２，４２からのデータの時系列を整合させるように、各デコーダ２２，３２，４２
における出力タイミングを制御する。
【０２４８】
　ビデオデコーダ２２からの映像データ、および字幕デコーダ４２からの字幕データは、
ビデオ処理部２３に供給され、ビデオ処理部２３において、映像信号中に字幕信号がスー
パーインポーズされる。
【０２４９】
　ビデオ処理部２３の出力の映像信号は、ビデオ出力端子２４に導出され、ビデオ出力端
子２４から、ＣＲＴディスプレイや液晶ビデオプロジェクタなどの映像表示装置２５に送
出される。
【０２５０】
　映像信号は、ビデオ処理部２３でアナログ映像信号に変換されることなくデジタル映像
データのまま、Ｄ／Ａ変換部を備える映像表示装置２５に送出され、またはビデオ処理部
２３でアナログ映像信号に変換されて、映像表示装置２５に送出される。
【０２５１】
　オーディオデコーダ３２からの音響データは、オーディオ処理部３３で処理され、オー
ディオ処理部３３の出力の音響信号は、オーディオ出力端子３４に導出され、オーディオ
出力端子３４から、スピーカやヘッドホンなどの音響出力装置３５に送出される。
【０２５２】
　音響信号も、オーディオ処理部３３でアナログ音響信号に変換されることなくデジタル
音響データのまま、Ｄ／Ａ変換部を備える音響出力装置３５に送出され、またはオーディ
オ処理部３３でアナログ音響信号に変換されて、音響出力装置３５に送出される。
【０２５３】
　光ディスク１からコンテンツが再生されると、映像表示装置２５で表示された映像およ
び音響出力装置３５から出力された音響を視聴した視聴者の反応が、反応値として反応値
入力部６１から入力される。システムコントローラ７は、光ディスク１からのコンテンツ
の再生と同時に、反応値入力部６１によって視聴者の反応を測定する。
【０２５４】
　反応値入力部６１から入力された反応値は、反応値解析部６２で解析されて、反応値解
析部６２で別の反応値が算出される。さらに、認識評価値算出部６３では、反応値入力部
６１から入力された反応値、および反応値解析部６２で算出された反応値から、光ディス
ク１から再生されたコンテンツに対する視聴者の印象や評価を示す認識評価値が算出され
る。
【０２５５】
　算出された認識評価値の情報は、コンテンツ呈示時刻情報と関連づけられたものであり
、多重化部６５において、視聴者コード（視聴者を特定するコード）およびコンテンツ識
別コード（コンテンツを特定するコード）と多重化される。後述のように、視聴者コード
は、コンテンツ再生に先立つ初期設定時、集計管理センターによって割り当てられる。
【０２５６】
　多重化後のデータは、バッファ６６に書き込まれ、バッファ６６から読み出された後、
通信装置部６７によって、インターネットなどの通信ネットワーク９を介して集計管理セ
ンターに送信される。
【０２５７】
　端末装置としての光ディスク再生装置に対しては、あらかじめ装置の製造者などによっ
て、端末コード（端末装置を特定するコード）が設定される。後述のように、この端末コ
ードは、コンテンツ再生に先立つ初期設定時、端末装置（光ディスク再生装置）から集計
管理センターに送信される。
【０２５８】
　システムコントローラ７には、視聴者識別情報入力部９１、視聴者プロファイル入力部
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９２、および記憶装置部９３が接続される。
【０２５９】
　視聴者識別情報入力部９１は、初期設定時およびコンテンツ再生開始時、視聴者によっ
て視聴者識別情報（視聴者を特定する情報）が入力されるものである。具体的に、視聴者
識別情報入力部９１は、例えば、視聴者が定められた面に指を押すことによって、視聴者
の指紋を視聴者識別情報として読み取り、または、視聴者がマイクロホンに向かって声を
発することによって、視聴者の音声ピッチ周波数や声紋などの音声特徴を視聴者識別情報
として読み取り、あるいは、視聴者が自身の通称やニックネームなどをアルファベットな
どで入力することによって、その通称やニックネームなどを視聴者識別情報として検出す
るものとされる。
【０２６０】
　視聴者プロファイル入力部９２は、初期設定時、視聴者によって視聴者プロファイルが
入力されるものである。視聴者プロファイルは、具体的には、視聴者の年齢、性別、居住
地域、趣味など、視聴者の属性を示す情報や、視聴者が過去に視聴したコンテンツの履歴
を示す情報などである。
【０２６１】
　初期設定時、視聴者識別情報入力部９１によって入力された視聴者識別情報、および視
聴者プロファイル入力部９２によって入力された視聴者プロファイルは、記憶装置部９３
に登録される。集計管理センターによって割り当てられた視聴者コードも、記憶装置部９
３に登録される。
【０２６２】
　なお、図２０では、反応値入力部６１、反応値解析部６２、認識評価値算出部６３、多
重化部６５およびシステムコントローラ７を、機能的に分離して示しているが、反応値入
力部６１の信号処理や、反応値解析部６２、認識評価値算出部６３および多重化部６５の
機能は、システムコントローラ７の一部の機能として構成することもできる。
【０２６３】
　　　＜反応値の測定および認識評価値の算出＞
　反応値入力部６１は、各種のセンサと信号処理部によって構成され、信号処理部におい
て、センサ出力の測定データにつき、微分、積分、相関演算などの演算処理が実行される
ことによって、反応値が得られる。
【０２６４】
　ただし、反応値入力部６１としては、センサ部分とインタフェース部分のみを備え、シ
ステムコントローラ７でセンサ出力が処理されることによって、反応値が算出される構成
としてもよい。
【０２６５】
　視聴者の反応を測定するセンサは、視聴者が座る座席の座面、背もたれ、肘掛などの部
分、視聴者が装着するヘッドセットのイヤパッドやヘッドバンド、視聴者が操作するリモ
ートコマンダなどに取り付けられる。
【０２６６】
　反応値としては、視聴者の反応として測定されたデータそのものと、反応値解析部６２
で反応値入力部６１からの測定データを解析することによって得られるデータとがある。
【０２６７】
　具体的に、視聴者の反応として測定する項目は、心電図、呼吸数、呼吸周期、筋電図、
脳血流量、脳波、発汗量、皮膚温度、瞳孔径、開眼度、瞬き、表情、手足の血流量、耳た
ぶの血流量、手足の温度などである。
【０２６８】
　また、映画やゲーム、後述の放送受信装置の場合の視聴者参加型ドラマなどでは、反応
値として、視聴者の能動的行動の観測によって得られた値、例えば、視聴者が発生した音
声のピッチ周波数やその変動、声の大きさやその変動、操作レバーを動かすときの動きの
滑らかさや力の大きさなどを用いることができる。
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【０２６９】
　反応値解析部６２で、これらの測定データを解析することによって得られるデータは、
例えば、瞬きの時点を示すデータから算出される、瞬きの無い時間の間隔を示すデータや
、開眼度と瞬きの無い時間の変動、口の表情などから算出される、笑いの区間を示すデー
タなどである。
【０２７０】
　さらに、反応値解析部６２では、開眼度・瞳孔径の変化や筋電図（手足の筋肉の緊張度
）から、驚きの区間を示すデータを算出することができ、発汗量、心拍数およびその上昇
度、瞳孔径の変化、手足の血流量の変化、手足の温度の変化などから、緊張の区間を示す
データを算出することができる。
【０２７１】
　複数の測定データから新たな反応値を算出する方法としては、各測定データを線形結合
する方法などを用いることができる。
【０２７２】
　認識評価値算出部６３では、反応値入力部６１から入力された反応値、および反応値解
析部６２で算出された反応値から、コンテンツに対する視聴者の印象や評価が認識評価値
として算出される。
【０２７３】
　具体的な認識評価値としては、興味や関心の程度を示す評価値、印象の強さを示す評価
値、好ましさの程度を示す評価値、恐怖の程度を示す評価値などが算出される。
【０２７４】
　興味や関心の程度を示す認識評価値は、開眼度、瞬き度、心拍数などの関数として算出
される。印象の強さを示す認識評価値は、開眼度、心拍数、発汗量などの関数として算出
される。好ましさの程度を示す認識評価値は、心拍数の安定性や発汗量の安定性、手足の
温度、手足の血流量などから算出される。恐怖の程度を示す認識評価値は、驚き度や緊張
度などから算出される。
【０２７５】
　なお、ここでの認識評価値は、認識の意味を考えて定義され、算出されるものであって
、それぞれが独立であるとは限らない。
【０２７６】
　認識評価値は、多次元データとして表現することもできる。その場合には、各次元の意
味を示す識別子を付加して、認識評価値データとする。
【０２７７】
　反応値や認識評価値は、時々刻々と測定または算出することもできるが、再生されたコ
ンテンツのシーンやショットなど、コンテンツの区切りごとに測定または算出してもよい
。この場合、シーンやショットなどの区間を示す情報は、コンテンツとともに光ディスク
１に記録されているものでもよいが、再生された映像や音響の特徴から、システムコント
ローラ７がシーンやショットなどの区間を検出する構成とすることもできる。
【０２７８】
　　　＜コンテンツ再生時のデータ送信＞
　認識評価値および視聴者コードと多重化されて集計管理センターに送信されるコンテン
ツ識別コードは、コンテンツそれ自体に付加されたものに限らず、例えば、光ディスク１
に一つのコンテンツしか記録されてなく、かつディスク識別コード（ディスクを特定する
コード）が記録されている場合には、そのディスク識別コードをコンテンツ識別コードと
することができる。また、光ディスク１に一つのコンテンツしか記録されてなく、かつデ
ィスク識別コードが記録されていない場合には、ディスクに含まれるチャプタ数と上演時
間とを組合せるなど、ディスクのヘッダ情報を所定の規則で組合せて、ディスク識別コー
ドとし、コンテンツ識別コードとすることができる。
【０２７９】
　認識評価値情報、視聴者コードおよびコンテンツ識別コードは、認識評価値情報をデー
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タ部とし、視聴者コードおよびコンテンツ識別コードをヘッダ部として、多重化部６５で
多重化されて、通信装置部６７によって集計管理センターに送信される。
【０２８０】
　認識評価値情報は、５秒、３０秒などというような所定時間間隔で、その都度送信され
、またはコンテンツの再生が全て終了した時点で、まとめて送信される。いずれの場合に
も、上記の各情報は、バッファ６６に一時記憶された後、通信装置部６７によって集計管
理センターに送信される。
【０２８１】
　映画などのように長時間のコンテンツは、視聴者が何回かに分けて視聴することも考え
られる。このようにコンテンツの途中で再生を一時停止した場合には、システムコントロ
ーラ７が、その停止した箇所を特定する情報や、その箇所での認識評価値およびコンテン
ツ呈示時刻情報を保持して、同じコンテンツについての次回のコンテンツ再生およびデー
タ送信の用に供するように、光ディスク再生装置を構成する。
【０２８２】
　　　＜メモリカード利用のリモートコントローラ：図２５＞
　反応値入力部６１、視聴者識別情報入力部９１、視聴者プロファイル入力部９２および
記憶装置部９３などは、端末装置のリモートコントローラに設けると、好適である。
【０２８３】
　図２５は、この場合の例を示し、操作部６、反応値入力部６１、視聴者識別情報入力部
９１、視聴者プロファイル入力部９２、コントローラ９７および無線送受信部９８が、リ
モートコントローラ１０ｂに設けられるとともに、記憶装置部としてのメモリカード９４
が、リモートコントローラ１０ｂに対して着脱可能に設けられる。端末装置本体１０ａに
は、無線送受信部８が、システムコントローラ７に接続されて設けられる。
【０２８４】
　この例では、初期設定時、視聴者識別情報入力部９１によって入力された視聴者識別情
報、視聴者プロファイル入力部９２によって入力された視聴者プロファイル、および集計
管理センターによって割り当てられた視聴者コードが、メモリカード９４に登録される。
視聴者は、登録後、メモリカード９４を、旅行先などに携帯して、旅行先などで端末装置
のリモートコントローラ１０ｂに装着することによって、自宅以外の旅行先などにおいて
も、コンテンツを視聴して、それに対する認識評価値を集計管理センターに送信すること
ができる。
【０２８５】
　　　＜認識評価値を直接入力する場合：図２１＞
　図２０の例は、反応値入力部６１からの反応値から認識評価値算出部６３で認識評価値
を算出する場合であるが、視聴者が各項目についての認識評価値を直接入力する構成とす
ることもできる。
【０２８６】
　図２１は、この場合の例を示し、図２０の例の反応値入力部６１、反応値解析部６２お
よび認識評価値算出部６３に代えて、認識評価値入力部６４を設ける。
【０２８７】
　認識評価値入力部６４は、例えば、興味や関心の程度は「－２」、好ましさの程度は「
＋３」というように、視聴者が各項目についての認識評価値を数値で入力する構成とし、
または、認識評価値の各項目ごとにレバーを設け、視聴者が各レバーをプラス方向または
マイナス方向にスライドさせる構成とする。
【０２８８】
　あるいは、認識評価値入力部６４を、マイクロホンと音声認識機能を有する信号処理部
とからなるものとして、「全く興味がない」「非常に好ましい」などというように、視聴
者が各項目についての認識評価値を音声で入力する構成とすることもできる。
【０２８９】
　　（コンテンツ再生装置の他の例：図２２）



(35) JP 4595998 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

　図２２は、第３の実施形態のコンテンツ再生装置としての光ディスク再生装置の他の例
を示す。
【０２９０】
　この例では、光ディスク１には、コンテンツとともに、これについての想定評価値が記
録されている。想定評価値は、視聴者がコンテンツを視聴したときのコンテンツに対する
印象や評価を想定したものであり、呈示する映像の種類や明るさ、呈示する音響の種類や
レベル（音の大きさ）、呈示するコンテンツのストーリー展開などを考慮して、コンテン
ツ提供者（制作者）が設定したものである。
【０２９１】
　呈示されるコンテンツには、多くの場合、物語性があり、呈示された視聴者の心理状態
も、ストーリー展開によって変化するのが普通である。そのため、同じ映像や音響であっ
ても、場面によって、それに対する感じ方や解釈など、印象や評価が異なることが予想さ
れる。したがって、想定評価値は、映像や音響の特性（映像の明るさや音響のレベルなど
の物理的性質）のほかに、呈示されるコンテンツの物語性も考慮して、コンテンツのシー
ンやショットなど、コンテンツの区切りごとに設定される。当然、視聴者に注目してほし
いシーンやショットは、興味や関心の程度を示す認識評価値が高くなるように映像音響的
に工夫することになるので、そのシーンやショットの想定評価値も高く設定されることに
なる。
【０２９２】
　上述した各種の反応値から算出された認識評価値と、その時間経過を見れば、呈示され
たコンテンツに対する視聴者の心理状態が分かる。また、あらかじめコンテンツ提供者に
よって上記のように設定された想定評価値と、各種の反応値から算出された認識評価値と
を比較することによって、視聴者がコンテンツ提供者が期待した通りの心理状態にあるか
否かが分かる。
【０２９３】
　図２２の例は、認識評価値に代えて、この想定評価値と認識評価値の比較結果の比較評
価値を集計管理センターに送信する場合である。想定評価値データは、符号化され、この
例では、映像データおよび音響データに多重化されて、光ディスク１に記録されている。
想定評価値の時間軸管理および多重化の具体的な方法は、コンテンツ呈示制御に係る第１
の実施形態と同じである。
【０２９４】
　光ディスク１からコンテンツが再生されると同時に、光ディスク１から想定評価値デー
タが読み出される。読み出された想定評価値データは、デマルチプレクサ１３で分離され
て、想定評価値コードバッファ５１に書き込まれ、想定評価値コードバッファ５１から読
み出された後、想定評価値デコーダ５２でデコードされる。デコーダされた想定評価値も
、コンテンツ呈示時刻情報と関連づけられたものである。
【０２９５】
　一方、コンテンツが再生されると同時に、図２０の例と同様に、反応値入力部６１で、
視聴者の反応が反応値として測定され、認識評価値算出部６３で、再生されたコンテンツ
に対する視聴者の印象や評価を示す認識評価値が算出される。
【０２９６】
　さらに、この例では、比較評価値算出部５４で、想定評価値デコーダ５２でデコードさ
れた想定評価値と、認識評価値算出部６３で算出された認識評価値とが比較される。
【０２９７】
　認識評価値と同様に、想定評価値は、多次元データとして表現することもできる。その
場合には、各次元の想定評価値データの前に、その次元の意味を示す識別子が付加される
。このように想定評価値および認識評価値が多次元データとして表現される場合には、比
較評価値算出部５４での想定評価値と認識評価値の比較は、例えば、多次元ベクトルの方
向および大きさを比較することによって行う。
【０２９８】
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　そして、この例では、コンテンツ再生時、比較評価値算出部５４から得られた、想定評
価値と認識評価値の比較結果の比較評価値が、多重化部６５において、視聴者コードおよ
びコンテンツ識別コードと多重化され、その多重化後のデータが、バッファ６６に書き込
まれ、バッファ６６から読み出されて、通信装置部６７によって、通信ネットワーク９を
介して集計管理センターに送信される。
【０２９９】
　この例においても、反応値入力部６１、反応値解析部６２および認識評価値算出部６３
に代えて、認識評価値入力部を設けて、視聴者が各項目についての認識評価値を直接入力
する構成とすることができる。
【０３００】
　また、図２５の例のように、メモリカード９４をリモートコントローラ１０ｂに対して
着脱可能に設ける構成とすることもできる。
【０３０１】
　　（コンテンツ受信装置の一例（放送受信装置）：図２３および図２４）
　第３の実施形態のコンテンツ受信装置は、一例として、ＢＳデジタル放送などのデジタ
ルＴＶ放送を受信する装置として構成することができる。
【０３０２】
　この場合のコンテンツは、番組の映像情報および音響情報であるとともに、コンテンツ
識別コードとしては、番組コードなどが用いられる。
【０３０３】
　図２３は、放送受信装置の一例を示す。受信選局部７１では、操作部６での選局操作に
基づくシステムコントローラ７の選局制御によって、放送信号が受信選局される。その受
信選局された信号は、復調・エラー訂正部７２で復調され、エラー訂正された後、バッフ
ァ７３に書き込まれ、バッファ７３から読み出される。
【０３０４】
　バッファ７３から読み出された信号は、デマルチプレクサ１３に供給され、デマルチプ
レクサ１３から、それぞれ符号化された映像データ、音響データおよび字幕データが、分
離されて得られる。その他は、図２０の例の光ディスク再生装置と同じである。
【０３０５】
　なお、反応値や認識評価値を、コンテンツ（番組）のシーンまたはショットごとに測定
または算出する場合、シーンまたはショットの区間を示す情報は、コンテンツとともに放
送されるものでもよいが、再生された映像や音響の特徴から、システムコントローラ７が
シーンまたはショットの区間を検出する構成とすることもできる。
【０３０６】
　図２４は、放送受信装置の他の例を示す。この例では、デジタルＴＶ放送として、コン
テンツ（番組の映像データおよび音響データ）に多重化されて、上述した想定評価値デー
タが放送され、図２２の例の光ディスク再生装置と同様に、想定評価値と認識評価値の比
較結果の比較評価値が集計管理センターに送信される。
【０３０７】
　受信選局部７１では、想定評価値データを含む放送信号が受信選局され、その受信選局
された信号は、復調・エラー訂正部７２で復調され、エラー訂正された後、バッファ７３
に書き込まれ、バッファ７３から読み出される。
【０３０８】
　バッファ７３から読み出された信号は、デマルチプレクサ１３に供給され、デマルチプ
レクサ１３から、それぞれ符号化された映像データ、音響データ、字幕データおよび想定
評価値データが、分離されて得られる。その他は、図２２の例の光ディスク再生装置と同
じである。
【０３０９】
　図２３または図２４の例の放送受信装置についても、反応値入力部６１、反応値解析部
６２および認識評価値算出部６３に代えて、認識評価値入力部を設け、視聴者が各項目に
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ついての認識評価値を直接入力する構成とすることができる。
【０３１０】
　また、図２５の例のように、メモリカード９４をリモートコントローラ１０ｂに対して
着脱可能に設ける構成とすることもできる。
【０３１１】
　　（集計管理装置および集計管理方法の例：図２６～図３０）
　第３の実施形態のコンテンツ評価集計管理方法では、集計管理センター（以下では「セ
ンター」と略称する）において、図２０～図２５の例のような端末装置（コンテンツ再生
装置またはコンテンツ受信装置）から送信されたデータを受信し、各情報を検出して、コ
ンテンツに対する視聴者の評価を解析し、評価の履歴を更新するとともに、視聴者管理デ
ータを更新する。
【０３１２】
　図２６は、センターに設けられる集計管理装置の一例を示す。この集計管理装置１３０
は、通信装置部１３１、復調・エラー訂正部１３２、バッファ１３３、システムコントロ
ーラ１３４、評価データベース１３５、視聴者管理データベース１３６、操作部１３７、
表示制御部１３８およびディスプレイ１３９によって構成される。
【０３１３】
　端末装置１０から通信ネットワーク９を介して送信されたデータは、通信装置部１３１
で受信され、復調・エラー訂正部１３２で復調され、エラー訂正された後、バッファ１３
３に書き込まれ、バッファ１３３から読み出されて、システムコントローラ１３４に取り
込まれる。
【０３１４】
　システムコントローラ１３４は、後述のように、端末装置１０での初期設定処理に伴う
登録処理、および端末装置１０でのコンテンツ再生処理に伴うデータ受信処理および評価
解析処理を行うとともに、集計管理装置１３０の各部を制御する。
【０３１５】
　評価データベース１３５は、コンテンツに対する視聴者の評価の履歴が記録され、かつ
評価の解析結果が記録されるものであり、視聴者管理データベース１３６は、視聴者コー
ドによって特定される個々の視聴者についての、点数（得点）などの管理データが記録さ
れるものである。
【０３１６】
　上述したシステムでは、端末装置１０でコンテンツを再生し（以下では、放送受信装置
の場合の「受信」も「再生」に含める）、認識評価値または比較評価値を含むデータをセ
ンターに送信する前に、端末装置１０では、図２７の左側に示すような初期設定処理ルー
チンが実行され、センターの集計管理装置１３０では、同図の右側に示すような登録処理
ルーチンが実行される。
【０３１７】
　すなわち、端末側の初期設定処理ルーチン１４０では、システムコントローラ７は、ま
ずステップ１４１で、視聴者プロファイル入力部９２での視聴者の入力操作によって、記
憶装置部９３（またはメモリカード９４）に視聴者プロファイルを登録し、次にステップ
１４２で、センターとの通信を開始し、次にステップ１４３で、センターに端末コードを
送信し、次にステップ１４４で、センターに視聴者コードを要求する。
【０３１８】
　センター側の登録処理ルーチン１５０では、システムコントローラ１３４は、まずステ
ップ１５３で、通信装置部１３１によって、ステップ１４３で端末装置１０から送信され
た端末コードを受信し、次にステップ１５４で、ステップ１４４での端末装置１０からの
要求に応じて、ステップ１５３で受信した端末コードに対して視聴者コードを、新規また
は追加的に割り当てて、通信装置部１３１によって、端末装置１０に送信する。
【０３１９】
　ある端末コードに対して、視聴者コードを新規に割り当てるのは、その端末装置によっ
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てコンテンツを視聴しようとする第１の視聴者が視聴者コードを要求した場合であり、視
聴者コードを追加的に割り当てるのは、同じ端末装置によってコンテンツを視聴しようと
する第２、第３…の視聴者が視聴者コードを要求した場合である。いずれの場合にも、視
聴者は自身の視聴者プロファイルを入力し、自身の視聴者コードをセンターに要求する。
【０３２０】
　端末側の初期設定処理ルーチン１４０では、次にステップ１４５で、ステップ１５４で
センターから送信された視聴者コードを受信して、記憶装置部９３（またはメモリカード
９４）に登録するとともに、その視聴者コードおよびステップ１４１で登録した視聴者プ
ロファイルをセンターに送信する。
【０３２１】
　センター側の登録処理ルーチン１５０では、次にステップ１５５で、この端末装置１０
から送信された視聴者コードおよび視聴者プロファイルを受信して、視聴者管理データベ
ース１３６内の視聴者管理データを更新する。具体的には、視聴者コードを割り当てた視
聴者についての管理データを新たに設け、これに初期点数を付与する。初期点数は、任意
に定めることができる。
【０３２２】
　端末側の初期設定処理ルーチン１４０では、次にステップ１４６で、視聴者識別情報入
力部９１での視聴者の入力操作によって、記憶装置部９３（またはメモリカード９４）に
視聴者識別情報を登録し、次にステップ１４７で、センターとの通信を終了する。
【０３２３】
　以上の初期設定処理ルーチン１４０および登録処理ルーチン１５０によって、端末装置
１０の記憶装置部９３（またはメモリカード９４）には、視聴者コード、視聴者プロファ
イルおよび視聴者識別情報が登録されるとともに、センター側の視聴者管理データベース
１３６には、割り当てた視聴者コードごとに視聴者管理データが設定される。
【０３２４】
　以上のような初期設定後、端末装置１０でコンテンツが再生され、認識評価値または比
較評価値を含むデータがセンターに送信される。図２８は、この場合に端末装置１０のシ
ステムコントローラ７が行うコンテンツ再生処理ルーチンの一例を示す。
【０３２５】
　このコンテンツ再生処理ルーチン１６０では、システムコントローラ７は、まずステッ
プ１６１で、コンテンツの視聴に当たって視聴者が、視聴者識別情報入力部９１で視聴者
識別情報を入力することによって、または図２５に示すように視聴者識別情報が登録され
ているメモリカード９４をリモートコントローラ１０ｂに装着することによって、コンテ
ンツを視聴しようとする視聴者が登録された視聴者であることを確認した上で、ステップ
１６２に進んで、コンテンツを選択し、再生する。
【０３２６】
　次にステップ１６３で、視聴者コード、コンテンツ識別コード、および認識評価値また
は比較評価値を、多重化部６５で多重化して、バッファ６６に一時記憶する。認識評価値
または比較評価値は、コンテンツ呈示時刻情報と関連づけられたものである。
【０３２７】
　次にステップ１６４で、バッファ６６に記憶された視聴者コード、コンテンツ識別コー
ド、および認識評価値または比較評価値を、通信装置部６７によってセンターに送信する
。
【０３２８】
　センターの集計管理装置１３０では、この端末装置１０から送信されたデータを受信し
、各情報を検出して、コンテンツに対する視聴者の評価の履歴を更新し、視聴者管理デー
タを更新する。図２９は、この場合に集計管理装置１３０のシステムコントローラ１３４
が行うデータ受信処理ルーチンの一例を示す。
【０３２９】
　このデータ受信処理ルーチン１７０では、システムコントローラ１３４は、まずステッ
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プ１７１で、通信装置部１３１によってデータを受信し、次にステップ１７２で、復調・
エラー訂正部１３２によってデータの復調およびエラー訂正を行い、次にステップ１７３
で、視聴者コードおよびコンテンツ識別コードを判別し、次にステップ１７４で、コンテ
ンツ呈示時刻情報が付加された認識評価値または比較評価値を、視聴者コードおよびコン
テンツ識別コードとともに、評価データベース１３５に書き込む。
【０３３０】
　次にステップ１７５で、評価データベース１３５内の評価履歴を更新する。この場合の
評価履歴は、個々の視聴者ごとに、視聴したコンテンツと、それに対する評価値（認識評
価値または比較評価値）を記述したものである。
【０３３１】
　次にステップ１７６で、視聴者管理データベース１３６内の視聴者管理データを更新し
、次にステップ１７７で、データの受信を止めるか否かを判断し、データの受信を続行す
るときには、ステップ１７７からステップ１７１に戻って、ステップ１７１以下の処理を
繰り返し、データの受信を止めるときには、データ受信処理を終了する。
【０３３２】
　ステップ１７６での視聴者管理データの更新としては、具体的には、認識評価値または
比較評価値を送信した視聴者の管理データに得点を加算する。この得点は、有料コンテン
ツの視聴料やショッピングの代金などの支払いに充当することができるようにし、充当し
た場合には、その分の得点を減じて視聴者管理データを更新する。
【０３３３】
　さらに、集計管理装置１３０のシステムコントローラ１３４は、操作部１３７からの指
示によって、評価データベース１３５から、認識評価値または比較評価値を、視聴者コー
ドおよびコンテンツ識別コードとともに読み出し、呈示時系列ごとに集計して、コンテン
ツに対する視聴者の評価を解析する。集計は、認識評価値または比較評価値の時系列変化
パターンの相関、分散によって行う。
【０３３４】
　評価解析の具体的な方法としては、例えば、認識評価値を評価する場合、まず、個々の
視聴者の評価値につき、極大値などのローカルピーク値を算出するとともに、コンテンツ
呈示時刻との対応関係を検出する。
【０３３５】
　次に、コンテンツ提供者（制作者）が用意したコンテンツ中のイベント区間ごとに、各
視聴者のローカルピーク値を累計する。このとき、プラス値とマイナス値を別にして累計
する。すなわち、「興味がない」「つまらない」などのマイナス値を、「興味がある」「
好ましい」などのプラス値と別にして、累計することによって、視聴者の間でプラス評価
とマイナス評価が分かれた場合でも、プラスとマイナスでゼロとなることなく、市場の評
価を反映した集計を行うことができる。
【０３３６】
　また、上述した例のように、初期設定時、端末装置１０から視聴者プロファイルを受信
して、視聴者管理データベース１３６に記録する場合には、視聴者の年齢層、性別、居住
地域、過去のコンテンツ視聴履歴などによって視聴者を分類して、認識評価値を集計する
。
【０３３７】
　コンテンツ視聴履歴によって視聴者を分類する場合、個々のコンテンツに付加されたコ
ンテンツ識別コードによってコンテンツ視聴履歴を管理することもできるが、コンテンツ
を大まかに分類して、その分類ごとにコンテンツ視聴履歴を管理することもできる。コン
テンツの分類としては、「スポーツ」「ドキュメント」「コメディー」「ラブストーリー
」「アドベンチャー」などの一般的な分類のほかに、セマンティックスコアのような物語
性評価パターンによる分類が考えられる。セマンティックスコアについては、高橋ほか著
「セマンティックスコア法を用いた映画の構造表現」（日本デザイン学会、Ｖｏｌ．４７
，Ｎｏ．６，５７－６６，２０００）に詳細に示されている。
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【０３３８】
　端末装置１０から送信され、評価データベース１３５に書き込まれる評価値が、想定評
価値と認識評価値の比較結果の比較評価値ではなく、認識評価値である場合には、評価デ
ータベース１３５には、あらかじめコンテンツごとに、コンテンツ提供者によって設定さ
れた想定評価値を書き込んでおくことができる。
【０３３９】
　システムコントローラ１３４は、このように評価対象のコンテンツについての想定評価
値が評価データベース１３５に書き込まれている場合には、その想定評価値と、通信装置
部１３１で受信されて評価データベース１３５に書き込まれた認識評価値とを比較するこ
とによって、コンテンツに対する視聴者の評価を解析する。
【０３４０】
　システムコントローラ１３４での解析結果は、評価データベース１３５に記録されると
ともに、表示制御部１３８によってディスプレイ１３９上に表示される。
【０３４１】
　図３０は、以上のような評価解析処理ルーチンの一例を示す。この評価解析処理ルーチ
ン１８０では、まずステップ１８１で、評価データベース１３５から認識評価値または比
較評価値を読み出し、次にステップ１８２で、想定評価値を読み出すか否かを判断し、読
み出すときには、ステップ１８２からステップ１８３に進んで、評価データベース１３５
から想定評価値を読み出した上で、ステップ１８４に進む。
【０３４２】
　評価データベース１３５から比較評価値が読み出される場合や、評価データベース１３
５に評価対象のコンテンツについての想定評価値が書き込まれていない場合には、ステッ
プ１８２から直接、ステップ１８４に進む。
【０３４３】
　ステップ１８４では、評価データベース１３５から読み出した認識評価値と想定評価値
を比較して、または評価データベース１３５から読み出した認識評価値のみから、または
評価データベース１３５から読み出した比較評価値から、コンテンツに対する視聴者の評
価を解析し、次にステップ１８５に進んで、その解析結果を、評価データベース１３５に
記録し、ディスプレイ１３９上に表示する。
【０３４４】
　ステップ１８４では、システムコントローラ１３４は、具体的に以下のような解析を行
う。
【０３４５】
　評価データベース１３５から読み出した認識評価値と想定評価値を比較して、または評
価データベース１３５から読み出した比較評価値から、コンテンツに対する視聴者の評価
を解析する場合には、評価対象のシーンまたはショットでの認識評価値と想定評価値の差
（比較評価値）が、あらかじめ設定された許容範囲内であるか否かを判断するとともに、
過去のシーンまたはショットでの差（比較評価値）との関係で、その差（比較評価値）が
大きくなっているか、小さくなっているか、認識評価値は増加傾向であるのが好ましいの
か、減少傾向であるのが好ましいのか、認識評価値として極大値や極小値をとるのが好ま
しいのかなど、認識評価値と想定評価値の差（比較評価値）および認識評価値の変化の傾
向を判断する。
【０３４６】
　例えば、認識評価値と想定評価値の差が許容範囲内であっても、それが大きくなってい
るときには、視聴者の反応（評価）が予想した方向と異なる方向になっていると判断する
。
【０３４７】
　認識評価値のみからコンテンツに対する視聴者の評価を解析する場合にも、認識評価値
の大小や変化の傾向から、同様に、呈示されたコンテンツに対する視聴者の心理状態を判
断し、視聴者がコンテンツ提供者が期待した通りの心理状態にあるか否かを判断する。
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【０３４８】
　コンテンツ提供者は、ディスプレイ１３９上に表示された、このシステムコントローラ
１３４の解析結果から、例えば、視聴者が予想より怖がっていないことが分かった場合に
は、コンテンツを編集し直して、コンテンツの映像の明るさや音響のレベルなどの映像音
響特性を変え、ストーリー展開を変えることができる。
【０３４９】
　また、例えば、視聴者が予想より楽しんでいない、予想より興味を示していない、予想
よりそのシーンに集中していない、ことが分かった場合には、コンテンツのストーリー展
開を変えることができる。
【０３５０】
　ストーリーやシーンまたはショットを変更する場合には、視聴者が示した過去の認識評
価値または比較評価値の履歴を参考にすることができる。その履歴は、そのとき呈示され
たコンテンツに対する、それまでの認識評価値または比較評価値を記憶しておいたもので
も、視聴者が過去に視聴した別のコンテンツに対する認識評価値または比較評価値を記憶
しておいたものでもよい。
【０３５１】
　評価対象のコンテンツが、放送された番組やコマーシャルである場合には、コンテンツ
提供者は、その番組やコマーシャルについての視聴者の、興味や関心の程度、印象の強さ
、好ましく思う程度を、呈示時刻ごとに知ることができる。
【０３５２】
　また、コンテンツ提供者は、視聴者の年齢層、性別、居住地域、過去のコンテンツ視聴
履歴などごとに、視聴者の興味や好みの傾向を、呈示時刻ごとに解析することができる。
【０３５３】
　コンテンツが旅行記のようなものであれば、コンテンツ提供者は、視聴者の好みの旅行
先、興味があったイベントや宿泊先などを知ることができ、従来の視聴率調査やアンケー
ト調査より視聴者の好みや興味を直接的に反映した調査結果を得ることができる。
【０３５４】
　　（コンテンツ評価集計管理の他の例）
　上述したコンテンツ評価集計管理に係る発明は、光ディスク以外の記録媒体からコンテ
ンツを再生する装置、または配信元からインターネットなどの通信ネットワークを介して
配信されるコンテンツを受信する装置、あるいは、コンテンツが映像情報のみからなる場
合、または音響情報のみからなる場合にも、適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０３５５】
【図１】この発明のコンテンツ再生装置の一例を示す図である。
【図２】この発明のコンテンツ再生装置の一例を示す図である。
【図３】この発明のコンテンツ再生装置の一例を示す図である。
【図４】この発明のコンテンツ再生装置の一例を示す図である。
【図５】この発明のコンテンツ受信装置の一例を示す図である。
【図６】この発明のコンテンツ受信装置の一例を示す図である。
【図７】この発明のコンテンツ受信装置の一例を示す図である。
【図８】この発明のコンテンツ受信装置の一例を示す図である。
【図９】想定評価値を記述したデータの一例を示す図である。
【図１０】この発明のコンテンツ再生装置の一例を示す図である。
【図１１】この発明のコンテンツ再生装置の一例を示す図である。
【図１２】この発明のコンテンツ再生装置の一例を示す図である。
【図１３】この発明のコンテンツ受信装置の一例を示す図である。
【図１４】この発明のコンテンツ受信装置の一例を示す図である。
【図１５】この発明のコンテンツ受信装置の一例を示す図である。
【図１６】この発明のコンテンツ受信装置の一例を示す図である。
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【図１７】この発明のコンテンツ評価収集解析装置の一例を示す図である。
【図１８】コンテンツ評価収集処理ルーチンの一例を示す図である。
【図１９】コンテンツ評価解析処理ルーチンの一例を示す図である。
【図２０】この発明のコンテンツ再生装置の一例を示す図である。
【図２１】この発明のコンテンツ再生装置の一例を示す図である。
【図２２】この発明のコンテンツ再生装置の一例を示す図である。
【図２３】この発明のコンテンツ受信装置の一例を示す図である。
【図２４】この発明のコンテンツ受信装置の一例を示す図である。
【図２５】端末装置の操作入力部をリモートコントローラとして構成する場合の一例を示
す図である。
【図２６】この発明のコンテンツ評価集計管理装置の一例を示す図である。
【図２７】端末装置での初期設定処理ルーチンおよびコンテンツ評価集計管理装置での登
録処理ルーチンの一例を示す図である。
【図２８】端末装置でのコンテンツ再生処理ルーチンの一例を示す図である。
【図２９】コンテンツ評価集計管理装置でのデータ受信処理ルーチンの一例を示す図であ
る。
【図３０】コンテンツ評価集計管理装置でのコンテンツ評価解析処理ルーチンの一例を示
す図である。
【符号の説明】
【０３５６】
　主要部については図中に全て記述したので、ここでは省略する。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(46) JP 4595998 B2 2010.12.8

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】

【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】
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